
改
正
点
を
め
ぐ
る
諸
問
題

i
f
宗
教
間
体
に
対
す
る
管
理
の
養
素
の
導
入
i

棋

ケ

出

合

章

(
創
価
大
尚
子
)

lま

じ

め

1 

「
改
正
」
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
議
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改
正
点
、
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
改
正
反
対
と
い
う
立
場
か
ら
ご
報
告
し
た
い
。

〈

i)(2)

今
自
の
改
正
に
つ
い
て
は
そ
の
賛
否
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
議
論
が
あ
る
。
反
対
論
の
主
な
理
由
は
、
今
回
の
改
正
は
、
宗
教

間
体
の
信
教
の
自
由
(
活
動
の
自
由
)
・
安
保
護
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
宗
教
法
人
法
の
基
本
的
性
格
を
変
え
、
宗
教
法

改正点をめぐる諮問簸(桐ケ谷)

人
を
管
理
監
督
す
る
た
め
の
法
律
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
賛
成
論
と
し
て
は
、
こ
の
程
変
の
改
正
は
宗
教

法
人
法
の
暴
本
的
性
格
を
何
ら
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
や
、
さ
ら
に
過
激
な
議
論
に
な
る
と
、
こ
の
程
震
の
改

正
で
は
投
ぬ
る
い
の
で
、
一
史
な
る
改
正
を
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
角
度
で
行
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
考
え
方
の
違
い
は
、
宗
教
法
人
法
の
目
的
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

i
!
?
ぞ
れ
に
関
連
し
て
、
開
法
の
認
め
る
公
権
力

の
関
与
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

i
i
i
の
違
い
に
由
来
す
る
と
一
一
訴
え
る
。

性
格
を
変
え
る
か
ら
反
対
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
宗
教
法
人
法
と
い
う
の
は
、
信
教
の
自
由
の
保
障
・
政
教
分
離
原
則
を
基
軸
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に
し
て
、
宗
教
団
体
に
権
利
能
力
を
与
え
活
動
を
円
滑
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
っ
て
、
決
し
て
宗
教
関

体
を
管
理
し
た
り
撃
督
し
た
り
、
ま
し
て
や
統
制
し
た
り
す
る
た
め
の
法
律
で
は
な
い
と
い
う
考
え
主
が
基
本
に
あ
る
と
一
言
え
る
。
認

誌
を
受
け
宗
教
法
人
と
し
て
活
動
を
し
て
い
く
う
え
に
お
い
て
、
必
要
な
限
度
で
の
公
権
力
(
所
轄
庁
)
の
か
か
わ
り
あ
い
は
認
め
る

が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
で
・
さ
る
こ
と
な
ら
ば
か
か
わ
り
あ
い
は
な
い
ほ
う
が
望
ま
し
い
、

な
か
ん
ず
く

な
る
部
分
に
対
し
て
は
公
権
力
は
」
切
関
与
し
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
基
底
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
程
度
の
改
正
は
宗
教
法
人
法
の
基
本
的
根
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
、
長
手
会
の
基
底
に
は
、
宗
教
法
人

法
が
規
定
し
て
い
る
宗
教
法
人
に
対
す
る
公
権
力
の
若
干
の
関
与
を
と
ら
え
、
宗
教
法
人
法
は
既
に
宗
教
法
人
に
対
す
る
公
権
力
の
規
制
を

去
を
て
い
る
と
い
よ
善
え
方
が
あ
る
。
そ
し
て
、
公
権
力
に
よ
る
宗
教
法
人
法
の
若
子
の
管
理
は
宗
教
法
人
法
自
体
が
受
忍
し
て
い
る
、
し

た
が
っ
て
そ
れ
を
少
々
強
化
し
て
も
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
、
と
す
る
ひ
こ
の
管
理
事
規
制
の
部
分
a
i
i
持
政
の
責
任
と
考
え
る
論

(3) 

者
も
い
る
が

i

i

を
少
々
膨
ら
ま
せ
て
も
宗
教
法
人
法
の
基
本
的
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
の
、
だ
か
ら
、
今
国
の
程
度
の
改
正
で
あ
っ

-56 

た
な
ら
全
然
問
題
は
な
い
し
、
さ
ら
に
管
理
・
規
制
を
強
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

2 

改
正
に
反
対
す
る
理
由

私
は
結
論
的
に
は
前
者
を
是
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
単
に
法
の
性
絡
が
変
わ
る
か
ら
反
対
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
改
正
が
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
。

多
く
の
論
者
が
指
織
し
て
い
る
と
お
り
、
日
本
罰
憲
法
に
お
け
る
信
教
の
自
由
・
政
教
分
離
原
則
は
、
戦
蕗
の
国
家
神
道
と
の
決
別
、

あ
る
い
は
戦
前
の
宗
教
法
制
に
よ
る
宗
教
弾
…
ほ
と
い
う
苦
い
懸
史
等
に
対
す
る
厳
し
い
反
省
か
ら
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
絞

(4) 

患
に
は
、
民
家
は
宗
教
に
は
か
か
わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
金
が
あ
る
。
そ
の
理
念
の
も
と
に
、
宗
教
法
人
令
を
経
て
宗
教
法



人

法

が

制

定

さ

れ

た

訳

で

あ

る

が

、

そ

の

中

で

宗

教

法

人

の

設

立

に

つ

い

て

は

、

「

場

出

制

」

と

る

poJ 

「
誌
証
制
」
を
採
用
し
た
。
こ
れ
は
、
国
家
の
関
与
は
極
力
少
な
く
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
働
基
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

〔
認
可
制
」

の
ゆ
間
と
も

こ
の
理
念
は
宗
教
法
人
法
ぞ
れ
自
体
の
中
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
同
法

条
一
一
環
に
「
憲
法
で
保
融
除
却
び
れ
た
信
教
の
自

出
は
、
す
べ
て
の
屋
政
に
お
い
て
尊
撃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
法
律
の
い
か
な
る
規
定
も
、
個
人
、
集
部
又
は
国

体
が
、
そ
の
保
障
さ
れ
た
自
由
に
纂
づ
い
て
、
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
事
令
行
い
、
そ
の
他
宗
教
上
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
制
限
寸

る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
〕
と
い
う
基
本
原
郎
を
を
定
め
、
ま
た
八
間
条
、
八
五
条
等
で
掛
家
が
宗
教
法
人
の
特
に
宗
教
活
動

等
の
「
蜜
」
な
る
事
項
に
か
か
わ
る
こ
と
を
極
力
排
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
神
経
震
な
段
強
調
し
て
い
る
。
更
に
一
八
条
の
六
項
等
に

お
い
て
、
宗
教
法
人
の
代
表
設
関
や
寅
任
役
員
友
い
う
「
俗
」
の
分
野
に
お
け
る
権
限
が
宗
教
上
の
機
能
を
何
も
窓
派
す
る
も
の
で
は

と
「
俗
」
の
権
胞
拭
臨
権
絡
を
完
全
に
立
て
分
け
て
い
る
の
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な
い
と
し
て
、
宗
教
法
人
に
お
け
る

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
宗
教
法
人
法
は
国
家
が
宗
教
法
人
な
か
ん
ず
く
そ
の

な
る
事
現
に
は
、
絶
対
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
関
与
し
て

(
0
0
)
 

は
な
ら
な
い
と
い
う
思
想
の
も
と
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
ぞ
れ
が
ま
た
憲
法
の
精
神
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
回
の
改
正
は
そ

う
い
う
性
格
を
根
本
的
に
変
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
信
教
の
自
由
を
探
障
す
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
た
宗
教
法
人
法
が
、
宗
教
に
対
す
る

改正点をめぐる総隊綴(機ケ主主〉

出
家
の
管
理
の
た
め
の
法
律
に

歩
踏
み
出
し
た
も
の
と
言
、

2
」
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
、
法
の
基
本
的
性
格
を
変
え
る
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
憲
法
二

O
条
違
反
を
関
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

先
程
棚
村
先
生
も
ど
指
撫
し
て
い
た
と
お
り
、
確
か
に
改
正
前
の
宗
教
法
人
法
に
全
く
不
備
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
改
正

す
べ
き
点
も
議
論
し
て
い
け
ば
あ
ろ
う
か
と
怠
う
。
ご
指
摘
の
宗
教
法
人
の
解
散
命
令
の
際
の
保
全
に
隠
す
る
問
題
等
は
そ
の
…
つ
で

あ
ろ
、
っ
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
法
人
法
が
完
撃
で
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
性
格
を
変
え
て
宗
教
管
潔
法
的
な
急
彩
の
法
律
に
し
て
し

ま
っ
て
い
い
か
と
い
う
問
題
と
は
お
の

γと
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
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改
正
は
解
禁
さ
れ
る
と
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
法
律
の
地
格
を
若
干
変
え
て
改
正
し
て
い
っ
て
も
構
わ
な
い

の
は
、
議
論
の
す

り
か
え
で
あ
る
。

次
に
、
宗
教
法
人
の
自
律
性
、
宗
教
界
の
自
浄
作
用
が
必
要
で
あ
り
、
ぞ
れ
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い
れ
ば
行
政
な
い
し
間
家
か
ら

の
介
入
と
い
う
こ
と
も
極
力
少
な
く
な
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
、
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
宗
教
界
、
宗
教
溜
体
の
方

で
自
浄
努
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ぞ
れ
が
今
現
夜
行
わ
れ
て
い
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、

て
だ
か
ら
u

と
業
を
煮
や
し
て
国
家
の
方
で
法
律
を
作
り
、
強
制
的
に
一
定
の
自
浄
作
用
を
や
ら
せ
る
と
い
う

発
想
は
、
大
変
危
険
で
あ
る
。
辛
抱
強
く
宗
教
国
体
・
宗
教
界
の
側
の
自
浄
作
用
を
待
つ
と
い
う
の
が
、
憲
法
の
精
神
な
の
で
あ
る
つ

以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
今
閣
の
改
正

i
i
i
私
に
言
わ
せ
れ
ば
「
改
悪
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
i
l
i
に
つ
い
て
何
点
か

考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
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※
以
下
の
記
述
に
お
い
て
は
、
次
の
略
語
倒
に
よ
る
。

法
H
宗
教
法
人
法

用
法
行
口
一
平
成
七
年
法
律
第
二
一
…
鴎
号
に
よ
る
改
正
前
一
の
宗
教
法
人
法
改
正
法
目
上
記
改
正
後
の
宗
教
法
人
法

報
告
書
H
宗
教
法
人
審
議
会
の
一
九
九
五
(
平
成
七
〉
年
九
月
一
一
九
日
付
「
宗
教
法
人
制
度
の
改
正
に
つ
い
て

(
報
告
ご
と

題
す
る
報
告
書

宗
教
法
人
法
「
改
正
」
の
内
容

攻
正
の
要
点

今
留
の
改
正
の
要
点
は
、
次
の
mm
点
で
あ
る
。



mw二
果
以
上
で
活
動
す
る
宗
教
法
人
を
文
部
大
臣
の
所
轄
と
す
る
。

争
宗
教
法
人
か
ら
所
轄
庁
に
対
し
、
財
務
会
計
に
関
す
る
も
の
を
含
心
一
定
の
審
類
の
提
出
を
義
務
づ
け
る
。

号
関
係
者
か
ら
宗
教
法
人
に
対
す
る
財
務
会
計
等
に
関
す
る
敢
闘
類
や
綴
簿
の
澗
覧
そ
請
求
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

争
解
散
命
令
の
議
求
な
ど
を
す
べ
き
疑
い
が
あ
る
場
合
な
ど
一
定
の
場
合
に
、
所
轄
庁
の
報
告
聴
取
権
お
よ
び
質
問
権
を
認
め
る
。

2 

改
正
の
具
体
的
内
容

も
う
少
し
具
体
的
に
一
夜
、
っ
と
、

@
所
轄
庁
に
つ
い
て
の
出
法
は
宗
教
法
人
は
原
則
別
と
し
て
都
道
府
県
知
事
の
所
轄
で
あ
り
、
剖
外
的
に
、
他
の
都
道
府
県
に
あ
る
宗

教
法
人
を
程
括
す
る
宗
教
法
人
だ
け
が
文
部
大
臣
の
所
轄
と
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
改
正
法
で
は
、
現
在
都
道
府
県
知
事

-59-

の
所
轄
で
あ
る
宗
教
法
人
の
う
ち
、
「
他
の
都
道
府
県
内
に
境
内
建
物
を
備
え
る
宗
教
法
人
」
等
を
文
部
大
臣
の
所
轄
と
し
て
い
る

(
改
正
法
五
条
二
項

母
提
出
義
務
に
つ
い
て
。
旧
法
で
は
作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
「
収
支
計
算
書
」
(
改
正
法
二
五
条
二
項
一
一

ゃ
「
域
内

改正点をめぐる諸問題(著書ヶ谷}

建
物
〈
財
緩
目
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
J

に
附
掬
す
る
書
頬
」
(
向
境
問
号
〉
の
作
成
、
犠
え
付
け
を
義
務
づ
け
、
そ
の
う

え
で
、
「
役
員
名
簿
」
、
「
財
産
自
銭
円
「
収
支
計
算
舎
町
「
貸
借
対

mm表
」
(
作
成
し
て
い
る
場
合
に
限
る
て
「
境
内
建
物
に
関
す
る
警

類
」
「
枝
益
事
業
に
開
削
す
る
敢
闘
類
」
の
写
し
を
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
四
月
以
内
に
所
轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で

あ
る
〈
陪
条
問
項
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
接
出
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
代
表
役
員
等
を

万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
こ
と
と
し

(
改
正
法
八
八
条
五
号
〉
、
部
射
に
よ
っ
て
欝
類
の
提
出
を
強
制
し
て
い
る
。

通
閲
覧
講
求
(
開
閉
一
不
義
務
〉
に
つ
い
て
。
宗
教
法
人
に
僚
え
付
け
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
書
類
お
よ
び
帳
簿
に
つ
い
て
、
係
者
な
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ど
か
ら
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
関
覧
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
は
、
照
覧
す
る
こ
と
に

つ
い
て
「
正
当
な
利
益
が
あ
り
、
か
っ
、
そ
の
関
覧
の
請
求
が
不
当
な
目
的
に
よ
る
も
の
で
な
い
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
他
の
利
害
関
係
人
か
ら
の
問
覧
請
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
い
る
(
改
正
法
二
五
条
コ

争
報
告
徴
収
機
・
費
問
問
権
に
つ
い
て
。
宗
教
法
人
に
、
法
七
九
条
(
収
議
事
業
の
停
止
命
令
)
、
法
八

O
条
奇
跡
証
の
取
り
消
し
)
、

法
八
一
条
(
解
散
命
令
の
議
求
)
に
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
場
合
に
、
所
轄
庁
に
、
当
該
宗
教
法
人
に

対
し
て
報
告
を
求
め
、
当
該
宗
教
法
人
の
代
表
役
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
餐
障
を
す
る
権
限
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
(
改
正
法

七
八
条
の

一
)
。
こ
の
場
合
、
代
表
投
員
、
実
任
役
員
そ
の
他
の
関
係
者
の
同
意
を
得
れ
ば
、
当
該
宗
教
法
人
の
施
設
に
立
ち
入
る
こ

と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
や
質
問
に
応
じ
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の
報
告
、
容
弁
を
し
た
場
合
に
は
、
や
は
り
、
代
表
役

問
問
輪
一
寸
や
二
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
こ
と
と
し
、
罰
則
別
に
よ
っ
て
報
告
や
察
関
に
中
応
じ
る
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
。
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以
下
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
指
織
し
て
い
き
た
い
(
な
お
、
議
論
の
使
賞
上
、
若
子
順
番
安
変
え
論
述
す
る
〉
。

財
務
関
係
書
類
の
性
質

改
正
と
財
務
関
係
書
裁
の
関
係

ム
マ
聞
の
攻
正
の
関
紙
自
の
一
つ
は
、
叫
形
態
目
録
、
貸
借
対
照
表
、
収
支
計
算
表
な
ど
の
財
務
関
係
誉
類
や
帳
簿
を
所
轄
庁
に
提
出
す
る

こ
と
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
も
の
を
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
請
求
が
あ
れ
ば
開
示
寸
る
と
い
う
こ
と
を
、
法
的
に
義
務
づ
け
る

と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
所
轄
庁
に
よ
る
宗
教
法
人
の
状
況
の
把
握
と
か
、
宗
教
法
人
の
透
明
度
を
増
す
こ
と
の
必

要
性
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
柄
な
ら
ば
、
宗
教
法
人
の
法
人
運
営
、
す
な
わ
ち
「
俗
」
に
し
か
か
か
わ
ら
な



い
こ
と
で
あ
っ
て
、
宗
教
活
動
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
聖
」

の
領
域
に
は
数
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

と
「
俗
」
を
分
離
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
の
捌
村
先
生
の
ご
指
掲
の
と
お
り
で

に
お
け
る

あ
る
が
、

、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

に
対
す
る
支
配
が

に
対
す
る
支
託
に
蓋
結
す
る
恐
れ
が
大
変

強
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
点
に
つ
い

て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

G

2 

財
務
関
係
書
類
に
お
け
る
「
聖
」
と
「
俗
」

財
務
関
係
の
書
類
や
鰻
簿
に
は
単
に
数
字
、
だ
け
で
な
く
、
活
動
の
内
容
や
~
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
i
に
か
か
わ
る
問
問
題
も
反
映
さ
れ
て
い
る
場

八
げ
が
多
い
。
例
え
ば
、
財
産
自
録
ひ
と
つ
と
っ
て
み
て
も
、
特
別
財
産
の
一
項
目
に
は
、
「
本
尊
、
神
像
等
の
礼
拝
の
対
象
と
な
る
物
件
」
な

(
Q
d
)
 

」
と
曹
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
つ
す
る
と
財
産
自
錦
を
克
れ
認
そ
の
宗
教
団
体
が
礼
拝
の
対
象
と
し
て
い
る
本
尊
や
神
像
等
(
こ
れ

は
紛
れ
も
な
く

の
部
分
で
あ
る
)
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
収
支
計
算
審
で
は
、
宗
教
活
動
収
入
と
し
て
、
「
供
養
」
と
か
「
布

施

「
儀
式
費
」
、
「
行
事

い
と
に
な
り
、

(
川
叫
〉

費
」
、
「
布
教
費
」
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
、

2
む
の
は
、

改正点をめぐる務問題(桐ケ谷}

教
活
動
そ
の
も
の
と
言
っ
た
方
が
よ
い
i
i
l
単
に
数
全
だ
け
出
せ
ば
い
ミ

の
側
面
〉

つ
で
も
、
そ
の
数
字
〈

人
の
宗
教
活
動
(
「
聖
」
の
側
面
)
の
実
態
と
い
、
つ
も
の
が
表
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
、
数
字
や
財
産
会
過
し
て
活

動
の
中
身
、
す
な
わ
ち
紛
れ
も
な
く
宗
教
団
体
の
「
聖
」
の
純
一
留
に
あ
た
る
部
分
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

部
分
に
関
心
象
が
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
と
、
ぞ
れ
は
も
は
や
、
単
に
俗
の
側
面
の
み
に
対
す
る
国
家
の
罵
与
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

聖

の
部
分
に
対
す
る
間
部
家
の
関
与
に
も
つ
な
が
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
環
日
討
を
も
う
少
し
細
分
化
し
て
、

っ
き
名
々
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。



宗教法第16号行総7)

関

提
出
義
務
の
剖
離
の
…

1 

改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由

改
正
法
は
、
宗
教
詮
人
に
対
し
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
性
質
を
も
っ
欝
類
や
帳
簿
を
所
轄
庁
に
議
出
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
た
。
こ

れ
に
よ
り
所
絡
庁
は
そ
れ
ら
の
内
容
を
把
擬
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
宗
教
法
人
の
重
な
る
部
分
で
あ

る
宗
教
活
動
に
つ
い
て
所
轄
庁
が
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
お
る
。

報
告
書
に
は
提
出
義
務
を
課
す
る
理
出
と
し
て
、
①
「
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
の
察
側
的
な
活
動
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、

教
法
人
が
宗
教
匝
体
と
し
て
の
要
件
を
備
え
て
い
る
こ
と
の
確
認
等
、
一
附
終
庁
が
現
行
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
責
粧
を
漉
切
に
果
た
す

こ
と
が
で
き
、
京
教
法
人
制
度
の
適
正
な
運
用
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、

62-

辺
一
小
一
教
詰
人
側

適
切
な
事
務
処
理
に

つ
い
て
の
自
覚
を
促
し
、
宗
教
法
人
法
の
基
本
で
あ
る
宗
教
法
人
の
虫
治
能
力
と
管
理
連
営
の
議
明
性
の
向
上

〕
と
」
等
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
五
衰
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
関
難
点
が
あ
る
。

2 

開
題
点

右
@
は
、
は
か
ら
ず
も
所
轄
庁
に
よ
る
宗
教
法
人
の
「
活
動
状
況
」
の

が
そ
の
日
的
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
ま

た
、
「
宗
教
密
体
と
し
て
の
嬰
件
」
を
「
備
え
て
い
る
こ
と
」
の
確
認
令
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
…
一
条
の
要
件
、
す
な
わ
ち
宗
教
頭

体
の
「
教
義
そ
ひ
ろ
め
」
「
儀
式
行
一
織
を
行
い
」
「
信
者
を
教
化
育
成
す
る
」
と
い
う
部
分
を
所
轄
庁
が
憶
常
的
に
把
握
し
て
い
く
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
法
人
が
「
聖
」
の
部
分
の
要
件
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
所
轄
庁
が
}
知
五
早
市
的
に
恕
娠
し
て
い
く
た
め
に
、



二
況
の
蓄
額
を
提
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
、
結
局
こ
れ
も
、
聖
な
る
部
分
を
恒
常
的
に
監
視
し
て
い
き
た
い
か
ら
、
提
出

義
務
を
諜
す
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
に
等
し
い
。
ま
た
、
提
出
さ
せ
る
給
対
的
は
何
か
。
た
だ
欝
類
を
穣
ん
で
お
く
た
め
だ

け
の
提
出
で
あ
る
な
ら
ば
提
出
さ
せ
る
意
味
は
何
も
な
い
。
提
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
状
況
把
握
を
し
、
そ
れ
に
暴
づ
い

て
宗
教
法
人
に
対
し
て
指
導
・
監
督
等
の
行
動
を
と
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
提
出
義
務
を
負

わ
せ
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
財
務
会
計
に
隠
す
る
簿
類
の
護
出
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
、
所
轄
庁
が
宗
教
法
人
法
の
翠
な
る
部
分
に
関
与
す
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
は
公
権
力
に
よ
る
、
宗
教
法
人
の
語
教
の
由
自
に
対
す
る
管
理
・
子
渉
に
つ
な
が
り
、
信
教
の
自
由
に
対
す
る

侵
唯
一
口
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
、
報
告
書
に
よ
る
と
、
提
出
義
務
を
課
し
た
書
類
は
「
諜
教
法
人
の
財
務
会
計
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
客
観
的
な
事
境
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を
記
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
信
教
の
自
患
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
」
(

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
論
は
、
あ
え
て

先
に
述
べ
た
よ
う
な
事
実
か
ら
目
を
そ
ら
そ
っ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
宗
教
法
人
の
聖
の
事
項
に
全
権
力
の
関
与
を
許
す
と
い
う
こ
と
は
、

改有をめぐる諮問綴(槻ヶ谷)

教
法
人
が
公
権
力
か
ら
の
監
視
の
下
で
宗
教
活
動
を
行
、
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ぞ
ろ
ま
る
と
、
い
つ
も
公
権
力
の
臼
を
気
に
し
な
が
ら
活
動

〈
日
)

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
活
動
が
萎
縮
し
て
し
ま
っ
(
町
在
住
晶
え
な
2
1
こ
の
よ
ろ
ま
こ
と
令
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
信
教

の
自
由
・
政
教
分
離
原
則
の
版
協
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
宗
教
活
動
は
宗
教
関
体
が
布
教
を
す
る
な
ど
世
間
に
白
ら
を
ア
ピ

i
ル
す
る
最
重
要
活
動
で
あ
り
社
会
に
対
し
て
オ

i
プ
ン

に
す
べ
き
性
震
の
事
柄
で
あ
る
と
の
観
臼
…
か
ら
、
提
出
義
務
を
課
す
こ
と
を
積
機
的
に
支
持
す
る
見
解
が
あ
(
旬
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
は
問
問
題
の
す
り
か
え
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
自
ら
民
主
的
に
世
間
に
ア
ど
!
ル
す
る
こ
と
と
、
公
権
力
に
書
類
提
出
や
報
告
を

義
務
づ
け
ら
れ
そ
の
お
を
気
に
し
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
と
は
、
会
く
異
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
詩
う
ま
で
も
な
い
。
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②
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
の
白
治
能
力
や
管
理
運
営
の
透
明
性
は
、
後
述
の
と
お
り
、
間
関
家
が
強
制
的
に
押
し
つ
け
る
べ
き
類
い

も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

以
上
の
観
点
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
改
正
は
、
き
わ
め
て
違
憲4
性
が
強
い
と
一
言
わ
、
ざ
る
を
え
な
い
。

3 

諸
外
出
の
例
の
援
用
の
誤
り

こ
の
改
正
に
関
連
し
て
、
米
時
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
法
制
を
引
き
合
い
に
出
し
、
時
払
米
等
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
参
類
を
所

(
日
)

轄
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
当
然
祝
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
議
論
安
藤
閉
す
る
論
者
も
い
る
が
、
必
ず
し
も
当
を
得
た
議
論
で
は
な

ぃ
。
確
か
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
年
次
報
告
書
戸

2
2日
立
宮
町
け
)
を
提
出
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
附
も
あ
る
が
、
報
告
を

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
項
は
、
お
お
む
ね
き
わ
め
て
形
式
的
な
事
項
に
過
ぎ
な
い
c
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制
問
え
ば
、
論
者
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
カ
リ
フ
ォ
ル
}

ア
州
の
倒
を
見
る
と
、
宗
教
法
人
を
含
む
す
べ
て
の
法
人
は
、
由
中
心

管
理
者
〈
与
え

2
2
z
c
z
丘町
H2之
、
秘
書
役
(
的
m
q
Z員
三
、
財
務
主
佳

ご
出
品
ロ
ロ
ル
持
}

の
氏
名
e

住
所
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
主
た
る
事
務
所
の
住
所
、
告
訴
状
送
達
受
領
代
理
人
の
氏
名
を
、
毎
年
、
州
務
長
官

3
2
2
5
q
c同
盟
主
主

に
組
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
寄
れ
て
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
収
支
計
算
審
と
か
財
産
自
銭
な
ど
の
よ
う
な
も
の
を
尚
ナ
こ
と
ま
で

は
義
務
づ
け
て
い
な
い

九
六
六
O
条
凡
取
)

〈
(
)
印
ご
内

C
H
a岡
弘
知
の
む
コ
〕
O
吋
ぬ
け
い

C
ロ
出
口
C
門
同
ぬ
〉
ム
ハ
一
一

。
条
、
八
八
一

O
条、

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
人
法
典
」

ま
た
、
「
慈
善
目
的
の
受
託
者
の
監
督
統
一
法
」

C
己
同
門
}
吋

HHH

∞戸MHMmw吋
己

的

M
Cロ

C
同

斗

門

戸

出

汁

注

目

同

O
円
の
げ
昌
弘
だ
に
ニ
作
刷
WCHa℃
C
出
品
出
〉
出
什
)

く
報
告
の
制
度
も
あ
る
が
、
こ
の
報
告
は
、
司
法
長
寝
(
〉
3
0
8
ミ

o
g
q色
)
が
当
該
法
人
が
適
正
に
運
営
さ
れ
て
い
る

か
否
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
、
そ
の
装
警
酪
体
に
関
す
る
十
分
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
G

こ
う
し
た
姿
請
に
よ
り
、
司
法



に
殺
す
る
間
体
は
、
慈
務
楼
託
の
登
記
官
に
年
次
報
告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
ど
二
五
八
六
条
て
主
と
し
て
宗
教
出
体

一条)。

と
し
て

、
運
営
さ
れ
て
慈
懇
法
人
等
は
、
適
用
免
除
さ
れ
て
い
る
(

五

し
た
が
っ
て
、
宗
教
罫
体
は
、
司
法
長
官
へ
の
報
告
舎
の
提
出
義
務
は
な
く
、
ま
た
州
務
長
官
へ
の
報
告
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容

は
単
な
る
形
式
的
事
項
に
喝
さ
ず
、
論
者
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
法
人
に
自
ら
の
公
開
性
、
透
明
性
を
篠
保
」
す
る
な
ど
と
い
う
内
容

の
も
の
で
は
な
い
。
欧
米
の
例
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
設
正
法
の
婆
求
す
る
よ
う
な
提
出
義
務
を
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
、
適

切
で
は
な
い
。

4 

小
規
模
法
人
の
収
支
計
算
書
作
成
義
務
免
除
の
問
題
点

と
こ
ろ
で
、
改

a

止
法
附
剥

一
項
に
よ
る
と
、
「
当
分
の
問
、
宗
教
法
人
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
話
事
業
以
外
の
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業
を
行
わ
な
い
相
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の

会
計
年
震
の
収
入
の
額
が
寡
少
で
あ
る
額
と
し
て
文
部
大
臣
が
定
め
る
額
の
範
西
内
に
あ
る

と
き
は
、
:
・
:
当
該
会
計
年
度
に
係
る
収
支
計
算
舎
を
作
成
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

一
九
九
六
年
六
月

日
叶
い
円
ヤ
」

改iE点をめぐる諸問類(現時ヶ谷)

の
績
が
吋
八
千
万
円
以
内
」
と
決
定
さ
れ
、
年
間
の
絞
入
額
が
八
千
万
将
以
内
の
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
収
支
計
箆
警
の
作
成
義
務
が

〈
日
間
)

免
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
も
そ
も
収
入
額
の
競
模
に
よ
っ
て
収
支
計
算
書
の
作
成
義
務
の
有
無
を
決
め
る
こ
と
自
体
、
法
の
下
の
平
等
〈
憲
法
一
四
条
)
暢

反
す
る
疑
い
が
強
い
。
ま
た
、
仰
を
根
拠
に
八
千
万
円
で
線
引
き
し
た
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
さ
ら
に
、
収
支
計
算
書
等
の
提
出
義
務
を

親
定
し
た
理
出
と
し
て
「
自
治
捻
力
の
向
上
に
資
す
る
」
こ
と
等
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
る
意
味
か
ら
品
川
尚
一
う
な
ら
ば
、
作
成
義
務
を
免

徐
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
な
雷
わ
ば
小
規
模
な
法
人
こ
そ
、
自
治
能
力
の
向
上
が
期
待
さ
れ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
、
つ
ま
小
規
綴
法
人
に

作
成
義
務
を
免
除
す
る
と
い
う
の
で
は
、
言
、
っ
と
こ
ろ
の
臼
的
な
る
も
の
が
、
き
わ
め
て
空
々
し
く
響
く
と
雷
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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そ
れ
ら
は
さ
て
お
い
て
も
、
実
務
上
次
の
よ
う
な
問
問
題
点
が
生
ず
る
。
租
税
特
別
議
題
法
六
八
条
の
六
に
よ
る
と
、
「
法
人
税
法
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等
」
は
、
マ
ヨ
一
一
級
事
業
年
度
の
収
支
計
算
品
鵬
首
を
盗
該
事
業
年
震
終
了
の
白
か
ら
閥
月
以
内
に
:
・

4

所
鞍
税
務
審
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
小
農
模
な
法
人
」
と
し
て
政
令
で
定
め
る
法
人
は
除
外
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
右
に
雷
、
っ
「
小
規
模
な
法
人
」
は
、
「
当
該
事
業
年
度
の
収
入
金
額
:
:
:
の
合
計
額
が
五
千
万
円
:
:
:
以
下
の
法
人
と

す
る
」
と
さ
れ
(
開
門
誌
施
行
令
一
一
一
九
条
の
一
一

て
こ
の
規
定
が
一
九
九
七
年
一
月

百
以
降
開
始
す
る
事
業
年
変
か
ら
巡
用
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
て
い
る
(
持
法
附
蹴
〈
平
成
八
年
三
月
二
一
一
日
法
律
第
一
七
号
〉

八
条
)
。

こ
の
結
植
木
、
宗
教
法
人
法
上
は
年
間
の
収
入
額
が
八
千
万
丹
以
下
の
宗
教
法
人
に
つ
い
て
収
支
計
算
審
の
作
成
義
務
が
免
除
さ
れ
て

も
、
税
法
上
は
年
間
の
収
入
額
五
千
万
円
以
下
の
宗
教
法
人
の
み
が
提
出
義
務
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
年
間

の
収
入
額
が
八
千
万
円
以
下
で
あ
っ
て
も
五
千
万
円
を
越
え
る
場
合
に
は
、
収
支
計
算
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。

方
、
改
正
宗
教
法
人
法
に
よ
れ
ば
、
年
間
の
校
入
額
が
八
千
万
円
以
下
の
宗
教
法
人
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
収
支
計
算
委

を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
を
-
主
た
る
事
務
所
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
(
附
則
一

五
哨
慌
て
し
た
が
っ
て
ま
た
所
轄
庁
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
工
五
条
問
項
づ

こ
の
よ
う
に
宗
教
法
人
法
の
提
出
義
務
の
線
引
き
と
税
法
上
の
そ
れ
と
の
議
離
を
生
じ
、
結
局
、
八
千
万
円
の
線
引
き
は
ほ
と
ん
ど

意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
法
人
法
改
正
に
つ
い
て
の
取
組
が
余
り
に
も
性
急
か
つ
拙
速
で
あ
る
こ
と
の
一
断
面
が
、
こ

〈

問

U
)

こ
に
も
露
口
況
し
て
い
る
と
言
え
る
。

5 

提
出
さ
れ
た
品
鵬
首
類
等
の
利
・
活
用
の
期
題
点

提
出
さ
れ
た
敢
闘
類
の
利
用
・
活
認
に
つ
い
て
も
問
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
所
轄
庁
に
提
出
さ
れ
た
財
務
関
係
書
類
に
つ
い
て
、
所
轄



庁
は
守
秘
義
務
令
負
う
の
は
当
然
で
あ
る
(
爵
家
公
務
員
法
一

0
0条
、
地
方
公
務
員
法
三
回
条
)
。
信
教
の
自
由
が
か
ら
む
開
題
で

あ
る
の
で
、
こ
の
守
秘
義
務
は
、
よ
り
慎
重
に
守
ら
れ
る
必
婆
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
守
秘
義
務
と
盟
会
の
国
勢
調
交
織
(
憲
法
六

条
)
や
議
会
の
調
表
権
(
地
方
自
治
訣
一

0
0条
)
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
ま
た
、
情
報
公
開
条
例
や
情
報
公
開
設
〈
米
制
定

で
は
あ
る
が
そ
の
制
定
が
近
く
予
想
さ
れ
る
)
と
の
関
係
で
ど
う
な
る
の
か
。
所
轄
庁
の
対
応
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
り
、
単
に
守
秘
義

務
違
反
に
止
ま
ら
ず
、
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
な
る
。
所
轄
庁
は
こ
の
こ
と
を
念
頒
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
に
は
慎
重
に
対
処
し
て
い

〈
川
出
}

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヨ五

問
主
義
務
め
問
題
点

1 

改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由
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次
に
、
改
正
宗
教
法
人
法
は
、
…
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
、
正
当
な
利
益
の
あ
る
場
合
、
宗
教
法
人
法
二
十
九
条
で
備
え
付
け
る

こ
と
と
さ
れ
て
い

帳
簿
に
つ
い
て
、
宗
教
法
人
に
対
し
て
関
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て

改正点をめぐる諸問題(善寺ヶ谷)

は
、
「
法
人
の
財
務
会
計
等
の
管
理
運
営
の
側
面
に
つ
い
て
は
、
よ
り
民
主
的
運
営
や
透
明
性
を
高
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
社
会

般
の
論
理
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
り
」
、
「
宗
教
法
人
の
公
共
性
に
対
応
し
た
公
正
な
運
営
を
よ
り

J

騒
確
保
寸
る
こ
と
が
必
要
で
あ

と
さ
れ
て
い
る

頁〉。

し
か
し
な
が
ら
、
公
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
と
い
う
理
由
で
、
改
正
法
の
よ
う
に
、
宗
教
法
人
に
、
開
示
を
、
法
律
な
ど
の
公

権
力
を
も
っ
て

律
に
強
制
す
る
と
い
う
発
惣
は
、
大
き
な
誤
り
で
あ
り
、
窓
険
で
あ
る
。
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宗
教
図
体
の
自
主
的
逮
営
の
自
白

2 憲
法
が
保
障
す
る
信
教
の
白
出
は
、
宗
教
姐
体
の
自
主
的
運
営
権
を
も
含
む
。
い
か
な
る
殺
が
透
営
に
携
わ
る
の
か
、
公
正
な
渓
営

を
閉
山
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
か
等
は
、
各
宗
教
間
体
が
、
そ
の
教
義
・
信
仰
、
歴
史
・
伝
統
、

の
関
係
性
な
ど
を

踏
ま
え
て
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
白
、
主
的
に
決
め
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
、
態
法
は
考
え
て
い
る

3

公
正
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は

開
示
も

つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
い
ろ
い
ろ
な
万
法
が
あ
る
G

開
示
を
す
る
か
否
か
、
ま
た
、
明
示
す
る
場
合
も
、

ど
の
よ
う
な
方
法
で
ど
の
よ
う
な
範
聞
の
人
々
に
開
示
す
る
か
等
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
宗
教
法
人
の
責
任
と
白
、
主
性
に
任
せ
る
べ

き
事
柄
と
言
え
る
。
ど
の
宗
教
法
人
に
も
、
公
権
力
を
も
っ
て
、
両
一
的
か
つ
一
律
に
1
i
?
し
か
も

の
領
域
の
術
学
項
に
密
接

に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
1
1
1
開
示
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
自
治
に
対
す
る
介
入
で
あ
り
、
一
叶
討
さ
れ
な
い
。

一
般
の
論
理
を
取
り
入
れ
る
〕
と
い
う
こ
と
を
こ
の
制
度
導
入
の
理
由
の

つ
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
開
示
制
変
は
、
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学
校
法
人
、
社
会
福
祉
法
人
は
じ
め
他
の
問
穫
の
「
公
益
法
人
等
」
〈
法
人
税
法
別
表
第
二
に
掲
げ
る
法
人
)
に
は
例
の
な
い
こ
と
で

あ
り
、
今
閥
、
宗
教
法
人
に
つ
い
て
だ
け
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
商
法
二
九
三
条
の
六
に
お
い
て
、
株
主
の
帳
簿
偲
覧
請
求
権
が
規
定
き
れ
て
い
る
が
、
常
利
を
目
的
と
し
た
株
式
会
社
の
株

主
と
宗
教
活
動
を
図
的
と
し
た
宗
教
法
人
の
稿
者
等
と
は
全
く
性
震
を
異
に
す
る
・
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
此
尚
一
に
論
、
ず
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
株
式
会
社
に
お
け
る
帳
簿
関
覧
請
求
権
で
さ
え
、
株
主
す
べ
て
に
認
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
発
行

済
み
株
式
の
一

0
0分
の

一
以
上
に
当
た
る
株
式
を
存
す
る
株
主
に
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

3 

請
求
権
者
に
つ
い
て
の
問
題
点

改
正
法
の
開
示
制
度
は
、
請
求
権
者
に
つ
い
て
も
開
題
が
あ
る
。



ま
ず
、

カf

U 、

い
て
後
来

は
、
大
別
し
て

つ
の
役
割
を
担
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

で
み
る
。
こ
こ
で
は
教
北
育
成
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

第

+」匹、

で
あ
る
。
こ
こ

間
関
条
二

条

で
は
公
告
を
受
け
る
者
と
な
っ
て
い
る
。

の

が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
す

べ
て
の

概
念
が
同

と
り
わ
け
、

い
う
宗
教

で
よ
い
の
か
と
い

法
人
の
俗
の
側
面
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
化
脊
成
の
対
象
た
る

る
こ
と
で

あ
る
。
宗
教
法
人
法
は
、
「
信
者
」
が
当
黙
に
法
人
議
営
に
顛
与
す
る
こ
と
ま
で
は
繋
求
し
て
い
な
い
。

位
に
立
て
分
け
て
い
る
宗
教
法
人
法
の
基
本
理
念
か
ら
考
え
て
、

(ぬ)

き
わ
め
て
乏
し
い
も
の
と
言
え
る
。

い
う
根
拠
は
、

ち
な
み
に
、
改
正
以
前
に
「
信
者
」
に
緩
簿
等
の
題
覧
議
求
権
が
あ
る
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ

(
お
)

は
、
肯
定
例
・
否
定
例
に
分
か
れ
て
い
る

ο

事
案
を
見
る
と
、
信
者
と
宗
教
法
人
の
迷
営
と
の
関
わ
り
の
漉
淡
が
、
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:
3
、:、、
H
d
l

十
L

P

f

d

し

て

制

御

取

ア

M
W
V

の
分

水
嶺
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、

一
律
に
「
{
信
者
」
と
い
う
く
く
り
方
で
閲
覧
請
求
権
を

め
る
こ
と

誌な班点

に
は
疑
問
が
あ
る
。

「
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
」
に
至
つ
て
は
そ
の
範
期
間
の
確
定
は
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
る
の
か
き
わ
め
て
不
明
確
で
あ
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
者
に
関
覧
請
求
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
法
人
の
法
人
運
営
に
大
き
な
混
乱
を
生
じ
、

ひ
い
て
は
宗
教
活

動
の
妨
害
に
つ
な
が
り
か
ね
ず
、
そ
の
よ
う
な
者
に
対
す
る
間
覧
請
求
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
信
教
の
自
由
に
対
す

に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
「
総
会
壁
」
の
横
行
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
き
、
こ
の
危
棋
は
極
め
て
大

で
あ
る
。

き
い
と
脅
え
る
。



宗教法第16移行事事7)

ア
メ
リ
カ
法
と
の
対
比
と
そ
の
誤
り

4 

ア
メ
リ
カ
で
は
「
信
者
」
全
て
に
こ
の
よ
う
な
帳
簿
・
議
類
の
縄
開
示
講
求
権
が
あ
る
か
の
よ
う
な
紹
介
を
し
、

(
幻
)

改
正
法
の
合
理
殺
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
論
殺
が
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
識
は
以
下
の
と
お
り
不
正
確
な
い
し
誤
り
で
あ

こ
の
点
に
関
連
し
て
、

る。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
掛
川
法
人
法
典
の
第
一
一
線
「
法
人
」

「
非
常
利
法
人

の
第

∞
)
は

ド -

法

ハリ門〉召ミ
mw
け
ち
お
円
、
ま
と
で
あ
り
、
そ
の
務
部
部

(pw円
ニ
)
は
「
非
営
利
宗
教
法
人
」

(
Z
Z買
え
ユ

ハリ
O
G
2三
5
5〉
に
閲
し
規
定
す
る
。
そ
の
九
五
一
二
条
は
、
会
計
帳
簿
・
会
計
記
録
や
各
議
事
録
を
、
機
成
員
百
戸
市
門
出
向
お
と
に

対

iえ
そ
の
者
の
構
成
鈴
と
し
て
の
利
益
に
合
理
的
に
関
連
す
る
目
的
の
た
め
に
、
閲
覧
さ
せ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
時

法
九

。
条
例
項
は
、
ど
う
い
う
者
を
構
成
長
と
し
て
受
け
入
れ
る
か
に
つ
い
て
の
決
定
権
安
法
人
に
委
ね
、
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(
印
円
け
い

己
2
)
ま
た
は
付
議
定
款

で
構
成
員
を
持
た
な
い
こ
と
も
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
機
成
員

を
置
く
か
査
か
、
笹
く
と
し
て
ど
う
い
う
殺
を
構
成
員
に
す
る
か
は
、
当
該
法
人
の
完
治
・
自
律
に
任
せ
て
お
り
、
法
の
不
介
入
の
交

場
を
絞
っ
て
い
る
。

ま
た
、
非
営
利
法
人
の

に
つ
い
て
は
、
同
法
典
の
非
営
科
法
人
法
第
一
節
右
ミ
ニ
)
(
「
一
般
規
定
お
よ
び
第
一
節

な
し、

の
定
義
」
)

で
、
「
法
人
の
定
款
ま
た
は
付
潟
定
款
の
特
定
の
条
項
に
よ
り
、
理
事
の
選
任
の
議
決
権
、

の

法
人
の
全
部
あ
る
い
は
ほ
ぼ
全
部
の
財
緩
の
処
分
に
つ
い
て
の
議
決
権
、
ま
た
は
合
併
あ
る
い
は
解
散
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
有
す
る

殺
を
言
、
つ
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
会
計
帳
簿
・
会
計
記
録
や
議
事
録
の
蕗
覧
の
権
利
は
、
こ
れ
ら
の
議
決
権
と
密
接
に
結
び
付
い
て

認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル

て
は
、
法
人
の
運
営
に
か
か
わ
る
吋
構
成
員
」
と

と
は
厳
妖

と
)L 

て
分
け
ら
れ
て
いア
る州
の法
で人
あ(法
る呂典

O の

五ド
f礼
的

手立
法
人
法

お
し、



5
本
の
宗
教
法
人
法
に
お
い
て
、
「
信
者
」
が
右
非
常
利
法
人
法
で
一
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
吋
構
成
員
い
に
当
然
に
な
る
な
ど
と
い

う
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
制
震
が
、
法
人
運
営
に
侭
の
権
限
も
な
い

る
「
}
信
者
」
に
閲
覧
請
求
権
を
認

め
る
改
正
法
の
合
現
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
余
り
に
も
明
白
で
あ
る
。
こ
の
制
約
度
を
引
き
合
い
に
出
し
て
改
正
法
の

合
理
性
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
「
患
者
い
と
吋
構
成
員
」
を
混
同
し
て
い
る
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
郊
の
制
肢
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
仮
に
信
者
の

に
閲
覧
請
求
権
を
認
め
る
と
し
て
も
、

二
条
で
言
う

と
は
区
分
し
た
概
念
の
者
(
邸
内
え
ば
、
「
法
人
運
営
に
か
か
わ
る
信
者
」
と
か
、
ぞ
れ
こ
そ
「
構
成
長
い

ぃ
、
つ
よ
、
つ
に

を
想
定
し
、
し
か
も
そ
の
権
科
を
荷
寸
る
者
の
範
聞
は
お
一
議
宗
教
団
体
に
お
い
て
決
定
し
う
る
旨
の
規
定
に
す
る
べ
き
こ
と

。

ち

「
正
当
な
科
緩
い
「
不
当
な

g
的
い
に
つ
い
て
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改
正
法
は
、
閲
覧
請
求
の
要
件
と
し
て
、
請
求
権
者
に
「
正
当
な
科
益
」
が
あ
る
こ
と
と
「
不
当
・
な
お
的
」
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ

と
を
規
定
し
、

一
応
の
絞
り
を
か
け
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
絞
り
は
ほ
と
ん
ど
絞
り
に
な
ら
な
い
。

ま
ず
「
正
当
な
制
利
益
」
に
つ
い
て
克
て
み
る
。
提
覧
請
求
権
を
認
め
る
理
府
と
し
て
、
前
践
の
よ
う
に
、
民
主
的
運
脅
や
透
明
性
を
高

改正点をぬぐる諸問葱(桐ケ後〕

め
る
こ
と
に
よ
り
、
三
市
教
法
人
の
公
共
性
に
対
{
め
し
た
公
疋
な
灘
営
」
を
確
保
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

間
覧
譲
求
の
理
由
と
し
て
、

2
m教
法
人
が
公
正
に
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
た
い
い
と
の
理
由
を
あ
げ
さ
え
寸
れ
ば
、

宗
教
法
人
は
嬰
覧
請
求
に
応
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
可
能
性
が
強
く
な
る
。
こ
れ
で
は
、
殆
ど
全
て
の
開
覧
議
求
に
応
じ
る
べ
き

こ
と
を
強
制
し
て
い
る
に
等
し
い
。

次
に
吋
不
当
な
尽
的
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
法
人
の
側
で
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
き
わ
め

て
難
し
く
、
こ
の
要
件
も
事
実
上
ほ
と
ん
ど
絞
り
に
は
な
り
え
な
い
。
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そ
し
て
、
関
覧
議
求
を
め
ぐ
り
争
い
が
あ
っ
た
場
合
、
裁
判
に
な
り
、
厳
終
的
に
は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
開
示
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ
と

も
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
も
結
局
は
隣
家
権
力
に
よ
る
開
示
の
強
制
で
あ
り
、
宗
教
法
人
の
自
治
に
対
す
る
介
入
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

6 

慎
重
な
連
常
の
必
婆
性

以
上
の
と
お
り
、
開
示
義
務
に
つ
い
て
も
、
改
正
法
は
、
さ
ま
が
け
ま
な
観
点
か
ら
見
て
、
宗
教
法
人
な
い
し
宗
教
団
体
の
自
治
に
対

す
る
侵
害
を
も
た
ら
す
恐
れ
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
違
懲
無
効
で
あ
る
と
替
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
ま
ま
連
思
し
て
い
く
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
議
求
権
者
の
範
囲
〈
例
え
ば
、

条
で
一
夜
、
つ
教
化
育
成
の
対

象
と
し
て
の
「
~
信
者
」
と
法
人
運
営
に
携
わ
る
「
信
者
〕
を
分
け
、
後
者
の
絞
聞
に
つ
い
て
は
各
宗
教
法
人
に
委
ね
る
な
ど
て

な
山
村
議
」
の
不
存
在
、
「
不
当
な
目
的
」
の
存
在
等
の
判
断
に
つ
い
て
、
宗
教
法
人
の
裁
量
権
を
大
幅
に
認
め
る
等
、
そ
の
自
治
の
侵
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警
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
行
政
、
司
法
の
両
面
に
わ
た
っ

慎
重
に
対
処
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

..L. 
ノ、

報
告
徴
収
権
‘
質
問
権
の
問
題
点

改
正
の
内
容
と
そ
の
潔
由

改
正
法
は
、
所
轄
庁
に
対
し
、
宗
教
法
人
が
法
七
九
条
〈
収
益
事
業
の
停
止
命
令
)
、
八

O
条
(
認
献
の
取
り
消
し
て
八

条
(
解

数
命
令
の
誘
求
)
に
定
め
る
事
闘
に
該
当
す
る
疑
い
の
あ
る
と
認
め
る
場
合
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
意
見
を
開
い
た
上
で
、
宗
教
法
人

に
報
告
を
求
め
、
質
開
閉
す
る
様
相
僚
を
付
与
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
法
七
九
条
な
い
し
八

条
は
、
所
轄
庁
に
「
宗
教
法
人
が
宗
教
団
体
の
実
体
を
欠
い
て
い
る
場
合
又
は
そ
の



連
殺
に
著
し
い
問
題
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
の

定
の
機
践
を
与
え
て
い

と
の
前
提
に
立
ち
、
「
宗
教
法
人
法

の
適
正
な
運
弟
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
所
轄
庁
が
こ
の
よ
う
な
権
限
を
適
切
か
つ
慎
畿
に
「
行
使
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

ま
上
は
こ
れ
ら
の
競
走
の
事
自
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
訴
轄
庁
に
お
い
て
そ
れ
を
擁
認
す
る
法
的
手
段
が
規
定
さ
れ
て
い
な

い
」
た
め
、
「
所
轄
庁
が
現
行
法
上
間
期
待
さ
れ
て
い
る
投
割
と
責
任
を
適
切
に
来
た
す
こ
と
が
離
し
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
点
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
(
報
告
書
六
頁
)
。

2 

法
案
に
至
る
経
過

こ
の
「
報
告
徴
州
札
機
〕
「
質
問
権
」
な
る
も
の
は
、
「
調
査
機
」
の
変
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
審
議
会
の
第
八

回
特
別
委
察
会
(
一
九
九
五
年
九
月

八
百
)
に
お
い
て
、
立
ち
入
り
検
索
も
合
む
余
地
の
あ
る
限
定
的
調
査
権
と
い
う
形
で
突
如
登

73-

場
し
、
第
践
活
審
議
会
〈
仰
向
丹
二
一
一
日
)
に
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
宗
教
出
体
代
表
の
委
員
の
反
対
の
た
め
取
り
ま
と
め
が

で
き
ず
、
こ
れ
ら
の
反
対
を
居
避
す
る
た
め
に
、
文
化
庁
は
、

と
表
現
を
和
ら
げ
、
最
後
の
審
議
会
と
な
る
第
五

会
(
同
月
二
九
詰
)
に
再
提
出
し
、
反
対
論
、
慎
重
論
が
多
い
中
、
強
引
に
務
議
を
打
ち
切
っ
て
、
報
告
書
を
取
り
ま
と
め
、
法
案
と

三主iE点をめぐる諸問護霊〈綴ヶ谷〕

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

3 

報
告
数
絞
権
・
質
問
擦
の
内
実

こ
の
よ
う
に
晃
て
い
く
と
、
こ
の
「
報
告
徴
収
権
〕
「
質
問
権
」
な
る
も
の
は
、
表
現
こ
そ
裳
ら
か
い
も
の
の
、
そ
の
内
実
は
あ
く

ま
で
「
調
査
権
い
と
い
う
こ
と
で
、

る
宗
教
の
替
現
・
統
制
約
の
た
め
の
手
段
と
し
て
濫
諾
さ
れ
る
危
険
性
を
は
ら
む
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
。
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す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
お
に
述
べ
た
経
過
か
ら
、
本
音
が
「
調
査
権
い
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
察
で
き
る
。

次
に
、
室
内
襟
に
報
告
を
し
な
か
っ
た
り
、
紫
問
に
答
え
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
蔀
せ
ら
れ
た
り
、
収
益
事
業
の

停
止
命
令
な
ど
が
発
せ
ら
れ
た
り
す
る
恐
れ
の
あ
る
強
力
な
権
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
規
定
の
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、

所
轄
庁
は
宗
教
法
人
に
対
し
て
、
任
意
に
で
は
あ
る
が
、
報
告
を
求
め
た
り
質
問
を
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
そ
れ
で
は
持
が
明
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
強
制
を
伴
う
権
限
の
付
与
と
い
う
今
践
の
改
ま
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
所
轄
庁
が
こ
の
報
告
徴
収
権
・
紫

問
権
を
行
使
す
る
場
一
拐
を
想
定
す
る
と
、
宗
教
法
人
は
所
轄
庁
に
よ
っ
て
法
七
九
条
な
い
し
八

「
疑
い
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と

条
に
規
定
す
る
事
自
に
該
当
す
る

で
あ
る
。
宗
教
法
人
は
設
わ
ば
弱
い
立
場
に
護
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
立
場
に
震
か
れ
た
場
合
、
所
轄
庁
の
婆
求
に

は
容
易
に
拭
え
な
い
の
は
見
易
い
道
理
で
あ
る
。
そ
の
市
内
実
に
お
い
て
、
「
調
査
権
」
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
と
言
え
る
。

一74

4 

宗
教
統
制
へ
の
萌
芽

こ
の
改
正
は
、
運
患
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
指
数
法
人
の
統
制

i
l
ひ
い
て
は
宗
教
そ
の
も
の
に
対
す
る
統
制

i
i
に
つ

な
が
り
か
ね
な
い
a

す
な
わ
ち
、
報
告
徴
収
、
建
問
の
議
提
と
な
る
「
疑
い
い
の
有
無
は
所
轄
庁
が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
所
轄
庁
の
さ
じ
加
減
ひ
と
つ

で

l
i
敢
え
て
…
一
世
一
口
う
な
ら
ば
恋
意
で
|
!
識
変
権
と
詞
綬
の
報
告
徽
技
権
・
繋
問
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

い
が
あ
る

か
ら
調
査
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
調
査
し
た
い
か
ら
疑
い
を
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国

家
権
力
に
よ
る
宗
教
統
制
の
有
力
な
武
器
に
な
る
可
能
性
が
、
大
い
に
あ
る
。

戦
前
の
「
宗
教
団
体
法
い
は
、

-
万
で
主
務
大
臣
は
宗
教
団
体
の
活
動
が
「
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ゲ
又
ハ
臣
口
氏
タ
ル
ノ
義
務

背
ク
ト
キ
」



な
ど
不
都
合
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
設
立
の
認
可
を
取
り
出
寸
こ
と
等
が
で
き
る
と
い
う
強
大
な
権
限
を
与
え
(
一
六
条
、

一
七
条
)
、

他
方
で
「
主
務
大
臣
ハ
宗
教
毘
体
ニ
対
シ
驚
替
上
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
報
告
ヲ
徴
シ
又
ハ
実
況
判
ノ
調
査
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
(
一
人

条
)
と
規
定
し
、
所
轄
庁
に
議
査
機
を
付
与
し
、
違
反
に
対
し
て
は
罰
則
を
課
し
て
こ
れ
を
強
制
し
て
い
た
〈
二
人
条
二
項
)
。
こ
の

よ
う
な
強
大
な
調
査
穫
が
、
治
安
維
持
法
と
相
侯
っ
て
、
宗
教
母
体
の
統
制
・
弾
症
の
具
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ

(
お
)
(
お
)

で
あ
る
。
宗
教
法
人
法
が
、
こ
の
よ
う
な
轍
を
二
度
と
踏
ま
な
い
よ
う
に
と
の
細
心
の
注
意
の
も
と
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

い
文
北
庁
は
、
そ
の
よ
う
な
意
関
の
な
い
こ
と
を
、
繰
り
返
し
明
言
し
て
い
る
。
ゆ
め
ゆ
め
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、

機
黍
な
運
用
を
期
待
す
る
次
第
で
あ
る
。

七

所
轄
庁
の
移
管
の
問
題
点

一75

改
正
の
内
容
と
そ
の
理
由

改正点をめぐる諸問題{網ヶ谷)

国
法
は
、
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
、
原
則
と
し
て
都
道
府
探
知
事
と
し
、
例
外
的
に
包
括
宗
教
法
人
の
一
部
(
他
の
都
道
府
県
内
に

あ
る
宗
教
法
人
を
包
括
す
る
宗
教
法
人
)
だ
け
を
文
部
大
認
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
改
友
法
は
、
複
数
の
都
道
府
県
で
活
動
す

る
宗
教
法
人
に
つ
い
て
は
、
断
中
立
で
あ
っ
て
も
、
所
轄
庁
会
文
部
大
臣
へ
移
す
こ
と
に
し
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
他
の
都
道

府
県
内
に
境
内
建
物
を
備
え
る
と
い
う
要
件
を
設
定
し
た
。

改
正
の
理
由
と
し
て
、
「
現
在
、
都
道
府
県
知
事
が
所
轄
庁
と
な
っ
て
い
る
、
二
以
上
の
都
道
府
県
で
活
動
を
行
う
宗
教
法
人
に
つ

い
て
は
、
所
轄
庁
以
外
の
都
道
府
県
で
問
題
が
生
じ
た
場
合
の
対
応
な
ど
、

一
都
道
府
県
知
事
が
所
轄
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
所
轄
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庁
が
宗
教
法
人
法
上
期
待
き
れ
て
い
る
賛
任
を
適
切
に
巣
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
観
点
及
び
国
と
都
道
府
県
と
の
適

切
な
役
割
分
担
と
い
う
鶴
い
ぶ
か
ら
も
、
文
部
大
臣
が
所
轄
庁
と
な
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
(
報
告
書

ニ
頁
)
。
こ
の
趣
旨
は
要
寸
る
に
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
法
人
に
つ
い
て
、
何
か
問
問
題
が
発
生
し
た
と
き
に
適
切
な
対
応
を
す
る
た
め
に

は
、
文
部
大
臣
が
国
の
立
場
で
そ
の
活
動
を
把
握
し
て
お
い
た
方
が
、
宗
教
法
人
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
責
任
を
巣
た
し
や
す
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
発
想
は
以
下
に
述
べ
る
と
お
り
、
き
わ
め
て
問
題
が
多
い
。

2 

指
導
・
監
督
強
北
の
た
め
の
改
正

ま
ず
、
こ
の
考
え
方
の
中
に
は
、
所
轄
庁
が
本
来
予
定
き
れ
て
い
る
権
限
で
あ
る
認
証
事
務
を
越
え
て
、
宗
教
法
人
の
実
態
を
把
握

一 76-

し
監
督
し
よ
う
と
い
う
思
想
が
内
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
改
正
理
由
と
し
て
「
民
法
法
人
な
ど
、
他
の
公
話
法
人
で
は
、
そ
の

事
業
が
ニ
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
場
合
は
、
主
務
大
陸
が
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事
業
が
一
都
道
府
県
内
に
限
つ

て
一
行
わ
れ
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
が
所
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
点
を
も
あ
げ
て
い
る
こ
と
(
報
告
番
ニ

か
ら

も
う
か
が
え
る
。
け
だ
し
、
民
法
法
人
な
ど
の
所
管
は
、
法
人
に
対
す
る
駐
督
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
向

様
に
し
た
い
と
い
う
発
想
は
、
宗
教
法
人
も
他
の
民
法
法
人
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
所
轄
庁
が
監
督
す
る
よ
う
に
し
た
い
と
い
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
賠
ら
ず
も
“
本
音
"
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
と
替
え
る
。

ま
た
、
改
正
積
極
論
者
の
島
村
宜
伸
文
部
大
臣
(
改
正
当
時
)
が
、
宗
教
法
人
の
大
多
数
が
都
道
府
県
の
所
轄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

と(つ
も'sき

示 全
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他
方
で
宗
教
法
人
審
議
会
は
、
「
二
疋
の
宗
教
法
人
に
つ
い
て
所
轄
庁
を
都
道
府
察
知
事
か
ら
文
部
大
誌
に
改
め
る
と
し
て
も
、

教
法
人
法
に
お
け
る
所
轄
庁
の
宗
教
法
人
に
対
す
る
権
限
の
内
寄
に
は
全
く
変
わ
り
は
な
い
こ
と
か
ら
、
信
教
の
自
由
及
び
政
教
分
離

の
原
則
に
照
ら
し
て
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
な
ど
と
も
報
告
す
る
(
報
告
書
ニ
頁
可
こ
の
説
明
忠
体
、
逆

説
的
に
で
は
あ
る
が
、
攻
正
が
指
導
・
監
督
の
方
向
を
向
い
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
所
轄
庁
の
権
限
や
関
与
の

仕
方
が
都
道
府
県
知
事
と
文
部
大
臣
と
で
何
ら
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
活
動
の
規
模
に
よ
っ
て
所
轄
庁
を
変
え
る
必
婆
は
全

く
な
い
は
ず
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
所
轄
庁
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
用
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
安
あ

え
て
変
更
す
る
と
い
う
の
に
は
他
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
と
見
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

3 

宗
教
法
人
法
の
所
轄
庁
に
つ
い
て
の
考
え
方

-77-

憲
法
に
定
め
る
語
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
を
踏
ま
え
て
制
定
さ
れ
た
宗
教
法
人
法
は
、
前
述
の
と
お
り
、
宗
教
法
人
の
宗
教

活
動
を
掌
握
し
、
駐
督
す
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
所
轄
庁
の
考
え
方
に
つ
い
て
も
、
他
の
法
律
に
基
づ

く
法
人
と
は
異
な
り
独
自
の
理
念
を
有
し
て
お
り
、
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
に
は
、
社
凶
法
人
等
の
主
務
官
庁
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

改正点;をめぐる諸問緩(桐ケ谷)

な
監
督
権
綬
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
単
に
立
法
政
策
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
憲
法
上
の
要
議
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
、
宗
教
法
人
の
宗
教
活
動
を

握
し
、
監
督
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け

ょ
う
と
す
る

i
!少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
結
果
を
将
来
す
る
こ
と
に
な
る

i
i
i
今
閥
の
改
正
は
、
慾
法
違
反
の
疑
い
が
き
わ

め
て
強
く
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
な
ら
ば
、
今
回
の
改
正
が
都
道
府
県
知
事
に
委
後
し
て

い
た
機
関
委
任
事
務
を
文
部
大
在
に
戻
す
だ
け
で
あ
る
と
の
主
接
は
、
政
教
分
離
規
定
や
信
教
の
自
由
を
顧
み
よ
う
と
し
な
い
暴
論
と

'" O 
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所
轄
庁
を
決
定
す
る
蒸
準
の
不
明
確
性
と
政
教
分
離
原
則
違
反

4 改
正
法
は
、
所
轄
庁
を
決
定
す
る
基
準
を
法
三
条
に
一
夜
、
っ
「
境
内
建
物
」
と
し
た
。
審
議
会
の
「
境
内
建
物
は
宗
教
法
人
の
活
動
を

外
形
的
、
客
観
的
に
と
ら
え
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
活
動
に
干
渉
す
る
余
地
は
会
く
な
い
」
と
の
報
告
(
報
告
書
一
一
一
頁
〉
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
来
た
し
て
そ
の
よ
う
に
替
え
る
の
か
否
か
き
わ
め
て
疑
問
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
建
物
が
「
境
内
建
物
」
か
否
か
に
つ
い
て
教
屈
と
所
轄
庁
の
問
で
争
い
に
な
っ
た
場
合
に
、
第
一
義
的
に
は
所
轄

庁
が
判
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
所
轄
庁
に
お
い
て
、
そ
の
建
物
が
、
前
日
記
の
法
一
一
一
条
の
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
、
つ

ま
り
、
宗
教
の
教
義
を
広
め
、
儀
式
行
事
を
行
い
、
お
よ
び
信
者
を
教
北
育
成
す
る
と
い
う
主
目
的
の
た
め
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ど
う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
の
宗
教
法
人
の
教
義
や
そ
の
活
動
内
容
に
か
か
わ
る

部
分
に
つ
い
て
ま
で
踏
み
込
ん
で
判
断
す
る
こ
と
に
な
ら
、
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
基
準
は
、
決
し
て

-78-

報
告
書
の
言
、
つ
よ
う
に
「
宗
教
活
動
に
干
渉
す
る
余
地
は
全
く
な
い
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
認
定
作
業
を
通

〈
刊
伺
)

じ
て
当
該
教
団
の
教
義
や
宗
教
活
動
に
干
渉
し
て
く
る
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
。

5 

他
の
改
正
条
項
と
の
関
連

今
回
の
改
正
法
は
、

い
ず
れ
も
所
轄
庁
に
宗
教
法
人
の
管
理
統
制
機
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
方
自
向
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
活
動

が
二
県
以
上
に
ま
た
が
る
宗
教
法
人
の
所
轄
庁
を
文
部
大
臣
に
移
そ
う
と
い
う
考
え
方
は
、
以
上
の
点
と
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
所
轄
庁
の
権
限
を
増
大
さ
せ
な
が
ら
、
他
方
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
宗
教
法
人
を
文
部
大
臣
の
所
轄
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
大
き
な
、
あ
る
い
は
活
動
の
活
発
な

l
l
i
あ
え
て
一
言
う
な
ら
、
は
政
府
・
与
党
に
と
っ
て
目
障
り
な
l
i
l
宗
教
法
人

の
活
動
を
文
部
大
臣
に
把
握
さ
せ
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
ま
さ
に
島
村
文
部
大
裂
が
本
音
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
そ



の
よ
う
な
宗
教
団
体
を
国
家
で
管
理
し
た
い
と
い
う
の
が
本
当
の
自
的
な
の
で
あ
る
。

他
の
改
正
条
項
に
よ
っ
て
文
部
大
臣
が
把
握
し
た
情
報
を
も
と
に
、
政
府
・
与
党
が
、
特
定
の

l
i自
分
速
に
都
合
の
悪
い

l
l

宗
教
法
人
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
改
正
の
経
過
を
見
る
と
き
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
所

轄
の
変
更
は
、
宗
教
が
政
争
の
具
に
使
わ
れ
だ
り
、
宗
教
へ
の
間
出
家
の
介
入
を
招
く
危
険
を
大
き
く
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
否
め

(
m
U
)
 

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

J¥ 

結
び
に
か
え
て

戦
前
の
宗
教
弾
圧
に
は
、
「
治
安
維
持
法
」
と
と
も
に
「
宗
教
間
体
訣
」
が
使
わ
れ
た
。
宗
教
関
体
法
は
、
宗
教
団
体
の
設
立
の
認

-79-

可
、
取
り
消
し
を
文
部
大
臣
の
手
に
独
占
さ
せ
、
宗
教
語
体
を
留
の
統
制
下
に
置
い
た
。
戦
後
、
宗
教
姐
体
法
は
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に

か
わ
り
、
信
教
の
自
由
の
保
障
に
骨
鈍
か
れ
た
宗
教
法
人
法
が
制
定
さ
れ
た
。

今
回
の
「
改
正
」
は
、
再
び
出
家
に
よ
る
宗
教
統
制
へ
道
を
聞
く
も
の
に
な
り
か
ね
な
い

3

事
案
、
今
舗
の
「
改
正
」
を
第
一
の
足

改正点をめぐる誇問題(蝋ヶ谷)

が
か
り
と
し
て
、
第
二
、
第
二
一
の
「
改
正
」
を
一
関
策
し

τい
る
動
さ
も
あ
る
。
現
に
一
九
九
六
年

月
に
は
、
自
民
党
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
な
る
も
の
に
よ
る
「
宗
教
基
本
法
」
「
政
教
分
離
基
本
法
」
な
ど
と
い
、
つ
も
の
が
取
り
沙
汰
さ
れ
、
宗
教
関
体
に
対
す
る
統

〈
刊
日
〉

制
を
強
化
す
る
動
き
が
活
発
化
し
て
い
る
。
今
関
の
改
正
は
ま
さ
し
く
宗
教
管
理
統
制
法
へ
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。

い
っ
た
ん
質

的
転
換
を
許
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
あ
と
は
統
棋
の
度
合
い
が
強
ま
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
今
自
の
改
正
を
、
こ
の
穏
度
な
ら
と

甘
く
見
る
訳
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
治
安
維
持
法
も
、
始
め
は
共
産
主
義
運
動
や
社
会
主
義
運
動
に
対
す
る
統
制
法
と
し
て
制
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
や
り
器
削
が
強
化
さ
れ
、
や
が
て
宗
教
団
体
の
弾
毘
に
も
使
え
る
よ
う
に
「
改
正
」
さ
れ
て
い
っ
た
。
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宗
教
法
人
法
「
改
正
〕
の
問
問
題
も
銀
幹
は
伺
ピ
で
あ
る
。

“
山
間
民
を
権
力
に
隷
属
さ
せ
よ
う
々
と
い
う
動
き
は
、
小
さ
な
芽
の
、
っ
ち
に

摘
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
の
教
室
に
お
け
る
整
委
朗
読
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
修
正
一
条
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件

に
お
い
て
、
連
邦
縁
高
裁
の
ク
ラ
l
ク
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
法
活
意
見
を
奮
い
て
い
る
。
「
政
教
分
離
の
涼
剣
の

(
引
叫
)

は
滴
る
水
で
あ
る
か
も

L
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
ま
も
な
く
奔
流
す
る
怒
涛
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。
出
家
の
宗
教
に
対
す
る
中
立
性

は
、
今
日

つ
綴
し
た
ら
、
後
は
次
々
に
鵠
止
め
な
く
崩
れ
が
進
行
し
て
し
ま
う
。
こ
と
は
原
則
別
に
関
す
る
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
か
ら
、
侵

(

村

山

)

官
官
の
程
度
を
問
わ
ず
、
ぞ
れ
を
そ
の
最
初
の
軽
微
な
段
階
に
お
い
て
抱
止
鎮
在
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

を

(
:
~
宗
教
法
人
法
に
つ
い
て
体
系
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
モ
な
文
総
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
c

後
調
服
務
時
蝶
吋
宗
教
法
人
排
出
の
解
説
」
(
中
央
法
制
脱
出
減
、
一
九
γ

丸
一
年
て
井
上
市
山
行
「
宗
教
法
人
法
の
骨
密
市
均
約
研
究
』
〈
第
一
淡
鏡
、
改
訂
版
、
一
九
七
一
認
可

授
辺
一
世
峠
吋
{
ポ
数
日
成
人
法
倒
的
制
解
」
(
第
一
法
機
、
一
九
八
二
年
可
大
宮
荘
策
吋
{
示
品
紅
、
淡
人
法
師
以
山
連
〈
エ
ム
オ
i
ェ、

3339

商
事
、
一
九
九
…
年
)
、
神
械
部
翁
主
叫
条
解

説
{
示
齢
制
止
防
人
法
」
〈
ぎ
ょ
う
せ
い
、
改
訂
版
、
一
九
九
二
年
}
、
山
本
雅
道
コ
不
教
淡
人
の
法
律
相
同
麹
』
{
日
十
同
組
問
出
版
刷
、
改
訂
獄
、
…
九
九
二
年
)
、
坂
附
削
減
・
東

川
川
茂
卓
八
円
宗
教
法
人
の
実
務
問
答
集
』
(
第
一
瞥
一
局
、
増
補
問
販
、
一
九
人
七
年
)
、
日
本
宗
教
速
盤
側
欄
『
宗
教
法
人
殺
本
」
(
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
一
年
)
、
文

化
庁
文
化
都
{
治
政
相
談
府
中
一
教
法
人
法
令
研
究
会
編
吋
宗
教
法
人
法
の
制
併
殺
と
漆
間
用
』
(
第
…
法
線
、
一
九
七
開
閉
年
}
、
問
吋
{
泳
教
注
入
関
係
質
疑
応
答
集
』
〈
第
一
一
絞

殺
、
一
九
七
七
年
)
、
文
化
庁
文
化
鱗
祭
説
明
緑
茶
教
法
人
研
究
会
編
「
祭
教
法
人
必
携
』
(
第
一
級
鏡
、
一
九
九
三
年
九

な
お
、
宗
教
法
人
法
の
改
正
を
含
め
宗
教
法
人
法
会
絞
に
わ
た
っ
て
解
鋭
し
た
も
の
と
し
て
、
中
後
孝
司
吋
新
宗
教
法
人
法
そ
の
背
景
と
解
説
3

」
(
第
一

法
鏡
、
一
九
九
六
年
て
文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
宗
教
法
人
研
究
会
緩
蓑
『
Q
&
A改
正
宗
教
法
人
法
」
〈
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
七
年
、

〈2
)

宗
教
法
人
淡
の
改
正
を
め
ぐ
り
、
稜
々
の
串
恩
師
や
見
解
が
幾
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
明
、
お
る
。

単
行
本
と
し
て
、
第
二
東
京
弁
議
全
会
・
消
輯
践
者
問
題
対
策
委
員
会
編
『
論
争
家
教
法
人
法
改
正
」
(
緑
風
山
山
版
、
一
九
九
近
年
)
、
間
間
際
宗
教
研
究
所
総
吋
祭
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教
法
人
法
は
ど
こ
が
問
題
か
}
(
弘
文
念
、
一
九
九
六
年
て
中
外
録
制
特
約
隊
問
時
総
吋
祭
教
法
人
持
拡
改
懇
を
絞
る
ぬ
争
」
(
中
外
日
綴
山
山
綴
局
、
一
九
九
X
A
年
)
、
公

明
新
聞
一
編
吋
「
倹
教
の
岳
山
担
割
院
す
宗
教
法
人
法
の
改
懇
を
鈴
す
な
』
(
公
明
科
料
開
問
、
一
九
九
近
年
)
、
日
開
吋
お
家
権
力
に
よ
る
叶
宗
教
管
潔
，
統
制
法
一
の
駁
問
問

怒
止
を
!
』
〈
公
約
叫
朝
間
問
、
一
九
九
五
年
〉
、
紀
藤
正
胤
樹
『
一
一
一
般
判
犯
の
宗
教
法
人
法
」
〈
朝
日
新
開
校
、
一
九
九
五
年
コ
宗
教
法
人
波
改
正
問
題
号
含
む
繍
州
議
械

を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
小
林
節
司
祭
教
は
政
治
参
加
の
徳
利
を
持
つ
い
(
湾
出
版
校
、
一
九
九
六
年
て
桐
ケ
谷
滋
『
宗
教
関
体
の
政
治
活
動
い
(
第
一
一
一
文
明

柱
、
一
九
九
六
年
三

改
正
mw
経
過
・
市
問
答
号
、
改
正
に
携
わ
っ
た
波
也
明
か
ら
叫
論
述
し
た
翁
穏
と
し
て
、
・
際
線
機
掲
仲
間

(
i
〉
の
う
ち
叶
第
一
占
禁
祭
教
法
人
法
の
一
部
改
正
」
、
際
党

己
「
宗
教
法
人
法
改
正
の
慨
婆
」
口
氏
律
の
ひ
ろ
ば
一
九
九
六
年
四
月
間
ぢ
開
策
、
削
門
「
公
布
と
問
問
鮮
に
総
行
さ
れ
た
所
轄
庁
を
変
更
す
べ
き
法
人
」
月
利
然
融
制
)
九

九
六
年
一
一
一
月
号
問
問
中
ハ
夜
、
同
「
義
務
付
け
ら
れ
た
備
付
け
舎
幅
制
岬
帳
簿
と
そ
の
照
覧
」
円
月
刊
住
駿
一
九
九
六
年
間
判
け
号
六
人
災
、
創
刊
「
所
轄
庁
に
偶
梶
山
出
す
べ
き
鱗
付

け
懇
殺
と
捻
山
川
護
市
開
い
月
間
使
級
一
九
九
六
年
五
月
号
六
関
部
員
、
問
問
「
叫
問
帥
特
山
げ
の
質
問
問
機
と
収
支
計
算
縛
め
作
成
免
除
…
月
刊
住
職
一
九
九
六
年
六
時
は
す
ム
ハ
人
員
。

主
と
し
て
改
正
反
対
な
い
し
後
援
諭
の
立
場
に
立
つ
議
文
傘
綴
織
と
し
て
.
平
野
次
「
癒
淡
と
祭
教
法
人
淡
」
ジ
ユ
づ
ス
ト
一
心
八
一
号
五
百
耕
三
九
九
五
年
〉
宅

洗
建
二
信
教
の
内
凶
市
出
』
を
扱
い
繁
つ
祭
教
法
人
法
吋
改
正
』
索
。
」
潮
…
九
九
六
年
一
口
設
す
一
一
一
密
資
、
小
林
務
総
宗
市
教
法
人
法
は
改
変
す
べ
き
か

f

引
け
か
そ
の

論
点
」
月
初
伎
総
司
九
九
五
年
九
月
号
開
出
入
賞
、
市
首
武
敏
夫
「
宗
教
法
人
後
改
正
は
本
お
い
い
必
要
な
の
か
」
口
月
刊
住
略
戦

a

九
九
五
年
一
ハ
)
目
立
す
六
一
一
興
、
日
間
「
活

動
が
一
一
約
川
県
以
上
に
及
ぶ
淡
人
の
一
敗
戦
闘
州
議
」
同
月
初
仲
間
駿
一
九
九
五
年
一
一
月
号
ム
ハ
ム
ハ
夜
、
制
門
「
持
問
者
に
も
役
所
い
い
も
液
端
部
の
削
同
一
不
を
迫
る
渋
集
成
立
け
」
月
刊

仲
開
戦
一
九
九
五
一
戸
一
月
診
ム
ハ
関
夏
、
開
門
制
報
復
蛸
略
取
も
質
問
問
権
も
そ
の
実
効
性
に
疑
い
あ
る
改
ま
」
防
庁
引
け
住
職
慌
一
九
九
六
年
。
月
琴
七
八
夏
、
笹
川
紀
務
「
宗
教

淡
人
淡
改
正
論
議
へ
の
一
線
品
用
」
裕
資
と
世
界
一
九
九
笈
年
一

on月
号
限
二
策
、
何
一
療
法
m
山
崎
構
法
と
宗
教
渋
人
法
吋
改

-a』
案
の
開
制
姐
点
。
」
淑
一
九
九
五
年

二
日
月
号
八
八
一
良
、
藤
m
悶
出
例
制
則
一
宗
教
法
人
法
改
正
の
品
開
き
と
問
問
鞘
柏
市
川
!
特
定
の
政
治
的
意
向
閥
持
つ
吋
改
正
』
の
貌
い
ん
内
同
市
畑
一
一
一
仁
義
一
一
号
六
一
一
一
阪
で
九
九

五
年
)
、
小
林
節
・
前
捕
拘
卦
習
所
伐
の
神
崎
強
調
然
、
制
明
ケ
引
廿
・
前
掲
務
所
奴
の
祥
同
議
抽
情
。

主
と
し
て
改
政
経
認
な
い
し
賛
成
の
す
一
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
柵
間
H

行
政
行
寸
宗
教
法
人
と
氏
主
主
義
社
会
」
世
界
六
一
七
同
町
二
七
一
一
員
三
九
九
五
年
て

問
問
「
法
律
帥
吋
一
汗
・
宗
教
法
人
法
改
正
へ
の
相
続
点
」
法
律
待
相
特
大
入
品
骨
返
ザ
ニ
河
間
三
九
九
五
年
て
附
門
戸
…
一
小
教
法
人
制
疫
に
お
け
る
行
政
の
資
げ
た
と
役
割
」
法
律

の
ひ
ろ
ば
一
九
九
六
年
開
月
号
一
二
炎
、
大
石
油
興
{
祭
教
関
体
と
宗
教
法
人
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
八
一
号
一

J

頁
(
一
九
九
近
年
)
、
北
野
弘
久
「
{
故
一
教
法

人
法
の
改
正
附
制
緩
め
益
編
成
d

」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
九
六
年
二
月
号
間
関
限
頁
‘
寺
内
大
夜
行
行
者
同
崩
介
』
編
集
期
附
「
現
行
の
祭
教
法
人
淡
は
ザ
ル
法
淡
人
の
目
的
と

認
定
祉
事
濯
を
胤
明
帥
慨
に
」
世
界
大
二
ハ
号
一
七
ハ
)
一
良
(
一
九
九
五
年
)
、
鹿
町
村
笈
鍬
「
祭
教
法
人
見
直
し
を
限
む
も
の
)
文
豪
春
秋
一
九
九
五
年
七
月
号
一
七
八
四
民
、
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ぬ
品
村
笈
抽
w
・
機
名
也
肺
仏
特
技
・
倒
閣
可
制
広
間
間
・
北
野
弘
久
「
宗
教
淡
人
法
の
大
改
託
業
」
宝
石
一
九
九
五
年
八
月
号
一
関
一
…
賞
。

宗
教
間
体
法
制
を
比
較
法
的
に
検
討
し
た
弛
綱
領
と
し
て
、
石
件
付
耕
耕
治
「
欧
米
の
家
教
関
体
法
制
刷
と
政
教
分
繰
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
九
九
六
年
間
関
月
号
一
-
一
一
一
頁
、

篠
川
紀
勝
「
会
米
五

O
州
問
の
吋
宗
教
法
人
後
』
」
潮
間
一
九
九
六
年
一
三
月
号
、
棚
制
品
何
時
以
行
「
ア
メ
ワ
カ
に
お
け
る
宗
教
関
体
の
法
措
仲
間
開
鵡
」
小
野
幸
二
先
生
還
燈
記

念
吋
幻
世
紀
の
民
法
』
七
五
O
W
H

〈
↓
九
九
六
年
十
)
。

〈3
)

棚
欄
品
村
・
前
掲
注

(
2
)
法
律
の
ひ
ろ
ば
な
い
ど
。

〈4
〉
例
え
ば
、
平
野
・
品
例
措
拘
持
は

(
2
)
五
i
ムハ一良。

(5)

「
認
証
制
度
は
、
戦
前
の
祭
教
問
同
体
法
の
下
で
の
認
可
制
に
よ
る
宗
教
統
制
制
毒
制
惇
庄
の
勝
禦
回
や
齢
料
品
恨
の
{
泳
教
法
人
令
下
ぞ
の
開
明
白
剰
と
い
う
白
都
知
統
制
と
の
批
判
・

弊
盛
岡
を
滋
ま
え
、
か
つ
、
憲
法
の
定
め
る
担
問
教
の
自
白
と
政
絞
分
離
の
酷
服
役
を
十
分
配
慮
し
て
構
相
応
・
得
難
宿
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
」
〈
や
綴
・
前
縄
訪
は

{
l
〉

一
ニ
一
一
一
ハ
頁
。
同
一
良
以
下
も
参
照
)
。
な
お
、
井
上
・
前
掲
校

(
l
)
一
一
一
問
問
ム
ハ
爽
、
篠
原
・
前
惜
向
後

(
1
)
六
三
賞
、
渡
部
・
前
惜
時
注

(
1
)

一
一
二
葉
等
参
照
。

〈S
)

宗
教
法
人
法
の
制
定
に
烹
る
経
過
に
つ
い
て
は
、
井
上
・
前
掲
政

(
i
)
一
一
一
一
一
一
員
以
下
、
特
に
二
七
九
頁
以
下
、
渡
邸
機
鶏
a

校

(
i
)
…
頁
以
下
、
大
宮
務

策
『
{
泳
教
持
院
の
研
究
い
九
四
五
資
以
下
、
特
に
一

O
一
…
一
六
市
民
以
下
〈
八
千
代
治
飯
、
一
九
七
四
年
〉
、
梅
回
幾
多
『
日
本
伯
郡
数
制
度
史
〈
近
代
簸
〉
い
一
六
七
頁

以
下
、
肺
刊
に
一
一
一
…
一
一
一
良
以
下
(
東
出
島
山
出
版
、
改
訂
増
繍
桜
、
一
九
七
一
年
て
文
化
庁
緑
門
明
治
以
降
宗
教
制
度
奇
年
史
」
…
一
七
二
一
夜
間
以
下
、
特
に
一
二
四
五
官
間
以

下
(
原
容
説
明
、
一
九
八
一
二
年
て
ウ
イ
ワ
ア
ム

-
P
-
ウ
ツ
ダ
!
ド
(
会
組
員
和
成
叙
)
コ
示
品
紙
法
人
法
の
研
究
い
線
谷
大
学
祭
教
法
研
究
会
編
叫
宗
教
法
務
究
第
一
一

騎
〔
宗
教
法
関
係
資
料
∞
〕
い
八
三
百
問
(
持
拡
捧
伸
文
化
社
、
ャ
九
九
二
年
}
、
楽
倒
産
機
・
梅
川
疋
奨
「
宗
教
法
人
法
の
立
法
過
綬
」
伊
滋
英
樹
情
他
帽
欄
吋
宗
教
団
副
体
と

日
成
川
」
…
一
員
(
愛
知
砂
子
肘
明
大
学
祭
教
法
制
研
究
所
、
一
九
九
一
一
年
)
。
な
れ
泊
、
胸
縄
訪
大
学
祭
教
法
研
究
会
綴
吋
{
然
数
仲
間
研
究
第
一

O
絡
{
宗
教
法
関
係
資
料
山
〕
』

〈
渋
像
文
化
校
、
一
九
九

O
年
)
所
得
の
資
料
品
皆
川
閉
山
。

(
7〉
祭
教
法
人
の
「
盗
」
と
「
俗
」
の
立
て
分
け
に
つ
い
て
は
、
制
問
え
ば
、
祭
教
法
人
波
令
研
究
会
-

A

例
措
河
注

(
1
)
円
解
説
と
巡
回
刑
」
二
官
民
に
、
「
{
示
品
組
問
同
体
に
、

そ
の
本
来
の
鴻
動
で
あ
る
宗
教
上
の
活
動
〈
宗
教
性
i
繋
の
蔚
)
と
、
こ
れ
を
支
え
る
た
め
の
財
媛
管
理
な
ど
畿
俗
上
の
活
動
〈
低
俗
殺
!
俗
の
爵
)
を
分
け
て

考
え
る
な
ら
、
公
臨
機
カ
の
鋤
く
行
政
の
作
期
は
、
袋
一
教
関
山
修
の
獲
の
磁
に
及
ぶ
こ
と
は
鈴
き
れ
ず
、
た
だ
そ
の
俗
の
衝
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
幾
廷
を
根
拠
に

し
て
、
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
。
中
綬
・
前
掲
設

(
1
)
一
八
一
一
頁
以
下
も
宗
教
法
人
に
お
け
る
「
繋
」
と
「
俗
」
の
立
て
分
け
を
前
提
と

し
て
記
述
し
て
い
る
。

井
上
・
品
別
相
拘
注
{
1
〉
三
五
回
頁
以
下
辺
、
祭
教
法
人
の
「
塑
本
」
の
割
問
認
を
「
畿
俗
糾
問
」
「
設
間
性
」
と
附
け
び
、
「
俗
」
の
餓
取
を
「
宗
教
俊
」
「
出
世
間
向
性
」
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と
呼
ん
で
、
「
世
俗
殺
は
法
人
法
が
子
与
す
る
密
刊
、
あ
号
、
宗
教
牲
は
憲
法
が
保
障
十
る
一
闘
で
あ
る
。
波
間
性
の
ぷ
l
与
は
法
律
め
裁
定
綴
域
、
出
没
附
向
性
mw
岬

陣

織

は
憲
法
の
規
浴
鎖
措
崎
で
あ
る
。
法
律
の
領
域
に
お
い
て
慾
法
の
鎖
域
を
俊
す
こ
と
は
で
き
な
い
十
と
し
、
{
ポ
教
法
人
の
開
国
的
帰
混
成
の
た
め
の
業
務
・
議
実
の
う
ち
、

「
栓
間
後
に
総
す
る
家
哨
慣
に
叫
別
し
て
は
、
法
令
を
制
定
す
る
こ
と
も
、
そ
の
淡
令
に
恭
づ
い
て
行
政
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
が
」
「
山
山
後
間
性
に
滅
す
る
事
項
を

対
象
と
し
て
の
立
淡
や
行
政
は
鈴
さ
れ
な
い
」
と
す
る
(
一
一
一
五
七
胃
問
、

な
お
、
作
時
前
開
衆
議
重
品
別
総
注

{
l
)

一
O
一
典
参
照
。

〈8
〉
姉
例
記
注
{
?
)
の
M

丹
、
小
終
組
事
務
ほ
か
『
{
ボ
教
と
排
出
』
一
五
八
一
良
〔
矢
吹
嫁
炎
執
筆
〕
(
北
側
山
ω
販
一
九
九
六
年
)
等
参
叩
然
。

〈
主
文
化
庁
交
化
部
宗
務
諜
『
宗
教
法
人
実
務
研
修
会
資
料
〈
平
成
八
年
奴
)
』
八
一
一
頁
、
丸
一
一
露
。

r
g
w
m務
線
・

4m捕拘
L3
〈Q
d
)

ム
ハ
九
一
良
;
七
五
一
員
、
脇
村
に
六
九
頁
!
七
一
一
一
演
。

〈
日
)
の
2
5
5問
。
同
町
勺
三
(
萎
縮
効
岡
市
)
と
は
、
策
法
上
の
簿
崎
明
創
刊
の
行
使
を
実
際
上
抑
制
制
す
る
紬
府
間
棋
の
こ
と
を
一
前
回
、
7
。
こ
の
総
理
法
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
が
、

主
と
し
て
表
現
の
白
防
衛
を
は
じ
め
と
す
る
拙
鴨
神
的
自
痴
を
規
制
す
る
淡
令
の
途
憲
伎
を
判
断
す
る
禁
準
の
寸
っ
と
し
て
、
判
判
例
上
品
泊
騨
伐
さ
サ
て
き
た
浅
沼
械
で
あ
る

が
、
一
銭
教
の
肉
脳
出
関
の
規
批
判
・
制
刺
約
を
排
除
す
る
場
合
の
基
準
と
し
て
も
有
閑
別
で
あ
る
。

〈
話
例
え
ば
蜘
棚
Hn
・
品
別
措
向
後

{
2
)
法
律
時
報
開
賞
、
向
日
法
律
め
ひ
ろ
ば
一
人
質
。

〈
門
川
)
州
問
え
ば
嗣
棚
村
・
4

例捕時川氏

(
2
〉
法
体
梓
略
報
は
、
「
財
務
書
類
も
、
欧
米
明
、
は
新
緑
庁
に
後
一
泊
す
る
こ
と
が
お
…
然
視
さ
れ
て
い
る
い
と
し
た
う
え
で
、
「
ア
メ
リ
カ

で
は
、
鈴
教
法
人
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
燃
務
省
、
計
法
後
室
等
に
年
次
制
抑
止
M
骨
骨

(
g
Eゑ
ZHvoさ
を
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
…
定
期
間
内
に
提

出
似
し
な
い
場
合
は
法
人
の
解
数
や
認
萩
取
衡
の
宮
中
市
聞
に
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
フ
ォ

1
4
一
ア
州
川
明
、
も
毎
年
、
府
米
一
教
法
人
は
同
寸
前
中
官
や
脳
同
務
申
告
に
朗
報
告
書
官
の
築
山
闘
が
要

求
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
(
閲
覧
c

間
門
回
目
抑
制
村
・
品
例
措
向
日
成

(
2
〉
泌
律
の
ひ
ろ
ば
一
八
賞
。
な
お
、
法
律
の
ひ
ろ
ば
で
は
、
最
後
の
部
分
が
「
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
で
も
相
均
年
、
凶
市
教
淡
人
は
品
川
務
省
に
年
次
報
告
替
の
後
山
山
が
衛
官
求
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
、
司
法
省
へ
の
毅
車
内
替
の
相
時
中
川
に
つ
い
て
は
軸
慣
れ
ら
れ
て
い
な

い)。

(
H
H
)
c
b
ト司
c
b
i
R
h
b
ハ
リ

Q

3

2
ミ
辺
門
川
町
内
u
p
dリ
b
吋

aH円
安
門
M吊
勺
ミ
ぬ
旬
、
戸
川
州
(
偽
札
e

)
ヨ

b
N
Uて
a
h
k
c
c
b
ヒ可
O
H
2
h
b
匂

4
0宮川
Uお
む
ミ
司
令
m
M
F
C
Cぬ
b
3
Q
Y
J
U由
也
(
叫
抽
出
品
)
・

〈
お
)
ハ

UMW弱
、
山
叫
斗
C
M
N
ど
S
J
N
w
-
A
m
潟、必

(
M
g
h
wゆ
M
t
臼
申
品

〈
叩
山
)
一
平
成
八
年
六
月
一
二
日
制
付
「
文
部
省
車
問
一
不
務
益
十
六
母
、

〈
げ
)
…
九
九
七
(
平
成
九
)
年
…
月
…

0
8に
閣
議
決
定
さ
れ
た
一
平
成
九
年
度
税
制
改
疋
の
要
綱
に
お
い
て
、
八
ム
経
法
人
等
の
奴
支
計
簿
轡
の
後
出
制
疫
に
つ
い
て
、

収
支
計
算
警
の
徒
出
を
委
し
な
い
小
競
績
な
法
人
の
範
岡
闘
を
年
間
収
入
金
綴
八
千
万
例
以
Y
!

の
法
人
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
議
離
は
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な
く
な
れ
グ
ば
し
た
が
、
い
か
に
も
削
制
令
纂
改
で
日
付
焼
刃
約
機
種
で
あ
る
こ
と
は
谷
吟
な
い
。

〈
刊

ω)

岡
原
・
品
別
掲
注

(
2
)
法
律
の
ひ
ろ
ば
は
、
国
槻
政
調
資
機
と
の
醐
関
係
い
い
お
い
て
は
「
内
容
が
山
骨
密
に
対
抗
渇
す
る
と
認
め
ら
れ
る
相
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
勢
鎖
の
内

お
を
傾
向
披
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
」
と
し
、
城
間
報
公
附
開
条
例
と
の
関
係
で
は
「
円
余
教
法
人
の
ブ
ラ
イ
パ
、
ン
ー
に
開
糊
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
機
重
に

取
り
殺
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
じ
て
い
る
(
八
滋
)
。

ま
た
、
中
桜
・
的
削
指
向
持
拡

(
l
〉
は
、
特
定
の
祭
教
法
人
に
係
る
財
務
時
間
即
時
害
総
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
間
開
会
や
談
会
等
と
の
関
係
?
は
当
該
宗
教
法
人
め

い
脳
同
教
の
お
胞
と
公
務
隠
の
守
砧
秘
義
務
を
‘
問
問
山
や
住
民
と
の
関
係
に
お
い
て
は
当
該
宗
教
法
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
協
慨
を
そ
れ
ぞ
れ
優
先
約
に
保
護
す
べ
き
と
の
観

点
お
よ
び
財
務
関
係
警
教
の
欄
征
伐
を
免
除
き
れ
た
宗
教
法
人
と
の
均
衡
の
鋭
点
響
か
ら
、
「
原
則
附
と
し
て
非
公
開
}
ど
す
べ
き
で
あ
ろ
、
つ
い
と
し
、
「
所
轄
庁
は
協
会

や
講
師
会
仙
寺
か
ら
情
報
開
示
を
要
求
き
れ
た
場
合
法
匝
端
的
と
し
て
非
公
開
が
推
定
さ
れ
、
犯
容
判
、
き
る
」
と
し
て
い
る
(
三
一
表
。
な
お
、
一
一
一
人
資
比
校
内
仏
参
開
閉
じ
。

(
叩
日
)
出
ヤ
制
棋
・
時
附
岨
均
注

(
1
)
は
、
「
持
制
申
告
は
宗
教
上
の
池
山
況
と
法
律
上
の
地
伎
を
併
有
し
て
い
る
が
、
精
加
者
を
宗
教
上
の
砧
指
紋
や
信
仰
百
聞
か
ら
は
ぽ
剥
脱
し
た
取
扱
い

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
仮
に
で
き
る
と
し
て
も
適
当
で
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
法
律
的
問
に
は
ほ
別
寸
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
ほ
測
に
合
環
的
な
勝
一
出
山
が

あ
る
州
場
合
が
あ
り
、
実
際
に
も
祭
教
関
同
体
内
に
お
い
て
忽
別
き
れ
た
取
祉
協
い
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
し
、
こ
の
こ
と
を
示
悼
惜
し
て
い
る
(
問
一
一
一
一
段
)
c

〈

m
出
)
宗
教
法
人
の
機
後
が
賂
策
協
確
を
容
す
る
と
判
判
断
し
た
も
の
と
し
て
、
東
京
高
数
平
成
六
年
三
月
二
一
一
…

B
判
決
・
判
例
降
級
吋
五

O
七
号
一
一
三
一
一
災
等
。
ム
脅
し
な

い
と
判
断
し
た
も
の
と
じ
て
、
東
京
高
裁
昭
和
大
一
二
年
九
月
二
八
日
制
判
決
抱
一
判
例
終
報
二
一
九
一
一
一
号
九
六
漂
い
響
。
な
お
、
海
判
決
の
出
門
官
甘
に
つ
い
て
、
中
相
棋
・
苅

縄
漁

(
l
〉
問
問
九
衰
の
注
H
H
参加問…
e

(
引

ω)

例
え
ば
、
機
村
教
同
棋
の
初
期
の
縁
結
構
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
人
法
品
開
を
引
い
て
辺
市
教
法
人
的
り
射
殺
は
縫
者
か
ら
の
浄
燃
や
係
金
・
答
付
等
で
維
持
き

れ
て
お
り
、
予
算
、
決
算
、
資
進
状
輪
組
等
の
ム
耳
許
制
や
法
人
波
営
上
の
議
婆
宙
帯
雨
明
で
あ
る
情
報
を
間
同
一
が
す
る
こ
と
は
、
団
体
練
成
田
貝
で
あ
る
縫
考
等
に
は
、
品
川
沿
品
川
'
の

こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
し
二
宗
教
筏
人
法
を
こ
う
変
え
よ
う
」
譲
渡
一
九
九
五
年
…

0
月
号
…
図
間
資
N
M
w
r
、
一
五

O
頁
i
一
五
一
一
奥
)
、
あ
る
い
は

「
ア
メ
ワ
カ
で
は
、
法
が
信
者
の
資
純
情
の
捌
得
授
や
範
聞
聞
を
必
ず
幾
制
問
で
明
ら
か
に
す
る
よ
、
つ
求
め
、
蝿
情
成
員
名
簿
の
作
成
も
要
求
し
て
い
る
。
祭
教
団
体
め
構
成

員
と
し
て
傷
者
は
重
姿
な
人
的
妥
車
識
で
、
期
偶
行
法
二
条
で
も
{
泳
教
団
体
の
機
成
要
素
に
懇
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
議
婆
な
メ
ン
バ
ー
に
帳
簿
ゃ
ん
加
卦
阿
世
帯
類
等
の
閲

覧
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
お
か
し
い
の
?
は
な
い
か
」
と
し
て
い
る
(
前
絡
役

(
2
〉
殻
弊
一
七
六
一
災
)

3

問
教
授
は
、
宗
教
法
人
に
お
け
る
得
者
は

お
然
そ
の
燐
成
員
で
あ
わ
り
、
こ
の
設
に
対
す
る
情
報
の
開
示
叫
弘
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
論
瑳
を
媛
関
し
て
い
た
。
同
教
叫
棋
の
そ
の
後
mw
潟
翁
で

は
こ
の
よ
う
な
例
措
鴫
な
記
述
は
回
路
ら
れ
な
い
が
、
コ
偶
者
」
と
「
簿
成
偶
蹄
」
を
一
体
視
し
て
い
る
よ
う
な
儀
所
は
目
見
ら
れ
る
(
例
え
ば
、
劫
別
総
投

(
2
)
法
律
脱
吋
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蛇
特
段
夏
、

(
控
(
)
回
出
閉
山
〉
3
6
N叫
湾
問
話
'
前
掲
注
(
M
H

〉
M
M
M
4
3
8
3
3
3
5
8

的参問問。

(
お
)
棚
村
教
械
は
も
、
そ
の
後
の
学
会
報
告
絡
に
お
け
る
筆
者
と
の
掛
腕
時
蹴
絡
の
際
に
、
こ
の
点
を
是
認
す
る
慾
同
闘
の
発
言
を
さ
れ
て
い
る
(
側
、
え
ば
、
一
九
九
じ
年
六

月
一
二
日
・
宗
教
法
学
会
)
。

(
笠
開
予
品
約
婦
向
注

(
2
)
法
律
の
ひ
ろ
ば
は
「
際
覧
を
認
め
ら
れ
る
後
者
そ
の
後
の
創
刊
答
関
係
人
か
ど
う
か
は
、
各
宗
教
訓
成
人
に
お
い
て
個
別
に
判
断
す
べ
き
も
の
」

と
し
(
八
頁
て
ま
た
中
崎
明
・
姉
別
総
注
「
刊
日
)
の
よ
う
な
品
開
摘
も
あ
り
、
宗
教
法
人
の
級
車
盤
織
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
内
示
後
し
て
い
る
。

へ
お
〉
井
上
・
議
出
向
注
〈

i
〉
…
一
一
一
…
七
世
良
以
下
、
特
に
二
三
八
炎
、
梅
田
・
前
掲
校
{
ち
〉
二
ハ
七
一
良
以
下
、
特
に
一
八
一
一
賞
、
文
化
庁
・

4

問
機
設

(
8
)
二
O
ニ
資

以
下
、
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
吋
戦
降
下
抵
抗
の
研
究
1
』
一
一
九
一
一
政
以
下
、
特
に
一
五
人
災
〈
み
す
ず
脊
房
、
一
九
六
人
布
芝
、
宗
教
調
査
会
総

司
貴
族
院
・
衆
綴
険
金
水
教
期
間
体
法
案
速
記
録
い
閲
資
(
文
久
紅
出
数
様
、
…
九
川
一
一
九
年
}
参
照
。

〈
お
)
当
初
の
治
安
維
持
法
(
一
九
二
五
〈
大
正

ω

防
〉
年
制
定
)
一
条
は
「
郎
総
ヲ
変
革
、
ン
又
ハ
私
有
叫
知
事
脱
税
度
ヲ
否
認
ス
ル
コ
ト
ザ
臼
的
ト
シ
テ
給
料
れ
ヲ
綴
織
棚
、
ン

又
ハ
繊
同
開
ノ
州
知
ワ
テ
之
レ
ニ
加
入
シ
タ
ル
袋
ハ
十
字
以
下
/
懲
役
又
ハ
帥
孫
娘
二
処
ス
」
と
蛸
措
定
し
て
い
た
が
、
一
九
一
一
八
〈
間
的
創
刊
二
二
年
の
改
慈
士
郎
漁
期
制
緩
震

に
し
た
)
を
経
て
、
一
九
閲
↓
〈
昭
和
一
六
)
年
け
い
は
じ
孔
械
に
吋
削
凶
体
ヲ
，
h

口
定
シ
又
ハ
線
復
務
ハ
也
監
察
/
尊
厳
守
困
問
、
減
ス
ベ
キ
甫
堺
市
明
ヲ
流
布
ス
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト

シ
テ
総
社
ヲ
組
組
織
シ
タ
ル
後
又
ハ
結
社
/
役
員
其
/
後
捻
議
後
タ
ル
任
務
-
一
従
事
シ
タ
ル
務
ハ
索
開
問
又
ハ
凶
年
以
上
ノ
掛
服
役
ニ
処
シ
情
ヲ
銭
円
rwT
絡
む
札
ニ
加
入
シ

タ
ル
者
又
ハ
結
社
/
間
同
的
関
噛
続
行
/
為
ニ
ス
ル
行
為
ヲ
鳴
神
シ
デ
ん
者
ハ
一
年
以
上
/
中
村
期
懲
役
ニ
処
ス
}
と
定
め
、
日
間
体
の
変
革
」
の
み
な
ら
ず
「
綴
体
の
安
定
」

や
「
神
宮
や
良
品
{
廷
の
鯵
絞
め
鱒
閥
濠
」
ま
で
が
処
紛
の
対
象
に
な
っ
た
。

(明
M
)

島
村
・
前
畑
向
後
〈

2
〉
一
七
九
頁
。

(
お
)
ウ
三
ル
ツ
家
紳
汁
(
巧
作
品
N

〈
・
↓
E
{
υ
o
g
B
F
3中
2

C

同「
2
3
Q々
氏

以

冷

君

〈

2
r
g斗
河

川

a

印
象
P
3
4
中
)
参
照
。

岡
泰
紳
げ
に
ぶ
い
て
は
、
ニ
ュ
!
ヨ
ク
州
が
州
法
に
従
っ
て
、
系
教
団
体
が
専
ら
宗
教
ト
ふ
れ
W

剖
九
州
狩
燃
に
使
用
し
て
い
た
羽
阿
波
に
対
す
る
麗
{
疋
資
綾
税
を
免
除
し

た
こ
と
が
、
合
衆
国
憲
法
修
正
…
此
慣
の
閲
教
樹
立
禁
止
条
市
慌
に
漆
前
仇
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た

3

漆
邦
最
高
裁
は
、
こ
の
免
税
燃
鍵
を
大
要
以
下
の
双
山
聞
で
合
憲

と
し
た
。
す
な
わ
ち
苛
免
絞
殺
畿
は
、
教
会
に
対
す
る
間
後
約
交
お
ま
た
は
助
成
に
つ
な
が
り
、
政
府
が
教
会
の
守
的

e
動
を
ー
促
進
し
て
い
る
と
震
え
な
い
こ
と
も
な

い
が
、
課
税
措
置
を
減
じ
る
こ
と
自
体
も
、
宗
教
関
什
刊
の
祭
教
活
動
の
実
態
怨
援
の
た
め
に
、
税
務
調
査
等
を
滋
じ
て
助
制
内
燃
が
当
該
間
体
に
附
附
与
す
る
こ
と
に
な

り
、
後
者
の
方
が
関
与
の
度
合
が
強
い
(
め
制
。

5
2
3
5
a
r
E自
己
。
窓
仰
は
は
、
免
税
務
澄
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
必
婆
最
小
阪
で
然
教
に
関
与
す
る
方
を
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選
択
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

連
邦
議
高
裁
は
、
課
税
よ
り
も
免
税
の
ほ
う
が
政
府
の
宗
教
図
体
に
対
す
ゐ
糊
関
与
の
度
合
い
が
少
な
い
と
移
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
凶
家
に
よ
る
宗
教

お
動
の
チ
ェ
ッ
ク
に
対
す
る
欝
戒
感
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
」
一
言
え
る
。

(mg
務
管
内
に
今
回
の
改
正
作
業
に
期
間
噛
殺
し
て
、
次
の
よ
う
な
裁
措
曜
が
な
さ
れ
て
い
る
。

叶
こ
の
開
閉
汚
か
ら
始
ま
っ
た
{
ポ
教
法
人
淡
の
改
正
論
議
は
、
点
況
判
初
件
同
オ
ウ
ム
兵
涯
教
に
よ
る
一
波
の
事
件
げ
の
海
発
防
氏
に
力
点
が
掛
鳳
か
れ
て
い
た
む
と
こ
ろ
が

参
院
選
で
の
新
滋
党
の
耀
進
後
、
自
民
党
内
で
は
吋
沃
改
正
は
部
副
掘
削
尚
子
会
対
策
の
色
合
い
が
漉
く
な
っ
て
き
た
。
今
や
オ
ウ
ム
対
策
は
ニ
次
品
開
な
も
の
だ
』
(
拙
潮

崎
郎
経
験
者
)
と
、
政
治
的
問
忠
雄
加
が
後
弱
化
し
て
き
た
む
向
凶
災
交
の
文
教
関
係
議
縄
問
げ
い
は
吋
創
価
学
会
が
国
間
る
よ
う
な
後
ば
ん
は
で
き
な
い
か
、
こ
れ
か
、
り
知
恵
を
絞

り
た
い
い
と
話
す
メ
ン
バ

i
も
お
り
、
鋭
部
制
学
会
の
よ
う
な
長
大
な
法
人
だ
け
を
対
象
と
し
て
樹
液
晴
雄
知
伐
紛
の
見
直
し
に
ま
明
、
燃
み
込
む
考
え
も
肉
て
い
る
」
〈
務

百
新
開
一
九
九
笈
年
八
月
一
一

O
日
新
潟
三

加
藤
紘
一
岳
災
党
絞
鋼
会
後
(
凝
幹
事
長
)
は
、
叶
円
余
教
法
人
は
:
・
本
府
民
的
に
淡
品
開
制
刺
ω民
主
、
五
義
と
籾
い
れ
な
い
い
一
宗
教
法
人
が
欽
治
に
か
か
わ
る
際
に
は
、

自
滅
、
途
端
部
が
必
要
、
だ
」
と
淡
べ
、
ぞ
れ
を
改
正
の
礎
自
に
殺
げ
て
い
る
(
度
経
新
開
間
関
門
学
九
月
開
U
U
制朝刊)。

晶
地
弁
務
委
問
党
組
織
広
報
本
部
開
問
(
力
総
〉
法
、
度
重
な
る
テ
レ
ど
針
演
で
、
叶
改
正
一
の
問
的
は
鋭
部
拙
学
会
対
策
で
怠
る
と
い
う
こ
と
を
再
二
述
、
へ
〈
間
容

一
ハ
)
月
二
二
日
テ
し
ピ
制
朝
日
「
サ
ン
デ
ー
ブ
ロ
ジ
ふ
ク
ト
」
、
同
年
一

O
月
二
九
日
同
フ
ジ
テ
レ
ビ
「
毅
滋
一
…

0
0
ニ
〉
、
そ
の
後
も
劉
級
争
点
試
の
活
動
を
帯
平
材
料
サ

ヴ
品
発
一
一
一
一
同
を
折
に
触
れ
、
繰
り
返
し
て
い
た
。

政
府
に
お
い
て
は
、
島
村
す
ん
鮒
山
中
入
隊
{
成
川
崎
，
)
が
、
「
特
定
の
の
市
教
が
突
出
す
れ
ば
、
抽
出
め
ん
が
教
が
闘
は
さ
れ
る
。
憲
法
の
削
滞
陣
す
る
信
教
の
白
内
闘
が
後
さ
れ
る

場
合
は
、
加
持
ら
か
の
形
で
制
約
し
な
け
れ
ば
会
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
い
と
述
べ
て
い
る
〈
朝
日
M

新
潟
間
何
年
八
月
一

0
8制
朝
刊
)
。
岡
氏
は
さ
ら
に
、

Z
Y療

の
改
正
案
が
吋
裁
っ
た
ら
、
毎
年
制
創
価
学
会
を
拠
湖
底
し
て
身
体
検
査
を
し
て
や
る
、
盤
滋
太
白
号
し
て
い
る
ん
だ
か
本
治
に
太
っ
て
い
る
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も

か
く
パ
ン
ツ
の
中
ま
で
、
け
つ
の
ん
八
ま
で
見
て
や
る
い
と
凝
っ
た
出
荷
指
摘
さ
れ
て
い
る
〈
然
教
法
人
に
隠
す
る
特
別
委
総
会
議
録
八
号
・
平
成
七
年
一
一
月
一

0

5
七
百
円
ヴ

こ
れ
ら
の
報
噛
識
に
よ
る
と
、
政
市
m
e
肉
出
問
山
党
は
、
均
年
七
月
の
参
校
選
で
の
敗
北
に
危
機
感
を
い
だ
き
、
鋭
部
制
学
会
を
抑
圧
な
い
し
殺
制
す
る
手
段
と
し
て

叶
改
狂
い
を
強
引
に
進
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
時
の
荷
札
府
や
政
機
政
党
が
、
反
対
勢
力
、
し
か
も
族
教
問
体
を
封
じ
込
め
る
た
め
の
手
段
と
し

て
、
開
閉
め
…
幾
何
バ
す
な
わ
ち
立
淡
機
ー
を
行
使
し
た
と
も
縫
え
る
。
こ
の
よ
う
な
手
渋
は
、
ま
さ
に
権
力
に
よ
る
宗
教
総
授
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
れ
，
、
儒
教
の
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由
同
市
出
品
問
答
で
あ
る
ば
か
り
か
、
開
民
主
主
ふ
晶
聴
の
自
殺
行
為
に
な
り
か
ね
な
い
。
改
正
の
内
容
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
と
ら
え
る
と
、
極
め
て
危
険
な
要
素
を
は

ら
ん
で
い
る
と
獄
耐
え
る

Q

(
間
制
〉
鋒
刊
日
新
潟
一
九
九
瓦
年
一
二
月
二
一
一
日
夕
刊
、
制
朝
日
新
聞
一
九
九
六
年
一
月
四
日
朝
刊
、
読
売
新
聞
一
九
九
六
年
一
月
五
日
制
朝
刊
等
。

こ
の
よ
う
な
動
き
に
警
然
感
を
一
不
ナ
議
論
織
を
ま
と
め
た
文
献
と
し
て
、
中
外
日
報
社
編
『
法
難
の
現
代
を
問
う
合
嵐
山
甲
」
(
中
外
日
報
社
、
一
九
九
六
年
)
、
回

九
慾
警
滋
修
・
木
下
数
回
昭
一
編
集
「
ゆ
か
教
と
政
治
の
接
点
ー
宗
教
規
制
法
案
の
衝
撃
』
(
世
界
日
報
社
、
一
九
九
六
年
〉
。

(
沿
)
出
合
y
c三
日
)
F
U
F
O
叫
〉
玄
ロ
吉
岡
μ

吟
唱
M

Y

〈・出《
H
F

。ョ
M
M
}
下
印

J
『

h
F
c
h
N
O
M
-
5
8
・

(
刊
以
)
世
間
務
怨
一
「
数
数
分
離
惟
の
原
則
刑
」
福
音
と
伎
界
一
九
七
O
年
五
月
号
七
七
頁
以
下
、
八
六
頁
。
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